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平 成 23年 第 ２ 回 

三重県議会定例会会議録 

第 ４ 号 

○平成23年６月８日（水曜日） 

                                    

議事日程（第４号） 

平成23年６月８日（水）午前10時開議 

第１  県政に対する質問 

    〔代表質問〕 

第２  議案第７号から議案第19号まで 

    〔質疑、委員会付託〕 

                                    

会 議 に 付 し た 事 件 

日程第１  県政に対する質問 

日程第２  議案第７号から議案第19号まで 

                                    

会議に出欠席の議員氏名 

出席議員  51名 

   １  番            下 野  幸 助 

   ２  番            田 中  智 也 

   ３  番            藤 根  正 典 

   ４  番            小 島  智 子 

   ５  番            彦 坂  公 之 

   ６  番            粟 野  仁 博 

   ７  番            石 田  成 生 

   ８  番            大久保  孝 栄 
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   ９  番            東      豊 

   10  番            中 西    勇 

   11  番            濱 井  初 男 

   12  番            吉 川    新 

   13  番            長 田  隆 尚 

   14  番            津 村    衛 

   15  番            森 野  真 治 

   16  番            水 谷  正 美 

   17  番            杉 本  熊 野 

   18  番            中 村  欣一郎 

   19  番            小 野  欽 市 

   20  番            村 林    聡 

   21  番            小 林  正 人 

   22  番            奥 野  英 介 

   23  番            中 川  康 洋 

   24  番            今 井  智 広 

   25  番            藤 田  宜 三 

   26  番            後 藤  健 一 

   27  番            辻    三千宣 

   28  番            笹 井  健 司 

   29  番            稲 垣  昭 義 

   30  番            北 川  裕 之 

   31  番            舘    直 人 

   32  番            服 部  富 男 

   33  番            津 田  健 児 

   34  番            中 嶋  年 規 

   35  番            竹 上  真 人 

   36  番            青 木  謙 順 
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   37  番            中 森  博 文 

   38  番            前 野  和 美 

   39  番            水 谷    隆 

   40  番            日 沖  正 信 

   41  番            前 田  剛 志 

   43  番            舟 橋  裕 幸 

   44  番            三 谷  哲 央 

   45  番            中 村  進 一 

   46  番            岩 田  隆 嘉 

   47  番            貝 増  吉 郎 

   48  番            山 本    勝 

   49  番            永 田  正 巳 

   50  番            山 本  教 和 

   51  番            西 場  信 行 

   52  番            中 川  正 美 

  （42  番            欠      番） 

                                    

職務のため出席した事務局職員の職氏名 

事務局長               林    敏 一 

書  記（事務局次長）        神 戸  保 幸 

書  記（議事課長）         原 田  孝 夫 

書  記（企画法務課長）       野 口  幸 彦 

書  記（議事課副課長）       山 本  秀 典 

書  記（議事課副課長）       藤 野  久美子 

書  記（議事課主査）        竹之内  伸 幸 

                                    

会議に出席した説明員の職氏名 

知     事            鈴 木  英 敬 
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副  知  事            安 田  敏 春 

副  知  事            江 畑  賢 治 

政 策 部 長            小 林  清 人 

総 務 部 長            植 田    隆 

防災危機管理部長           大 林    清 

生活・文化部長            北 岡  寛 之 

健康福祉部長            山 口  和 夫 

環境森林部長            辰 己  清 和 

農水商工部長            渡 邉  信一郎 

県土整備部長            北 川  貴 志 

政 策 部 理 事            梶 田  郁 郎 

政策部東紀州対策局長         小 林    潔 

政 策 部 理 事            藤 本  和 弘 

健康福祉部理事            稲 垣  清 文 

健康福祉部こども局長         太 田  栄 子 

環境森林部理事            岡 本  道 和 

農水商工部理事            山 川    進 

農水商工部観光局長          長 野    守 

県土整備部理事            廣 田    実 

企 業 庁 長            東 地  隆 司 

病院事業庁長            南      清 

会計管理者兼出納局長         山 本  浩 和 

 

教育委員会委員長           清 水    明 

教  育  長            真 伏  秀 樹 

 

公安委員会委員            西 本  健 郎 

警 察 本 部 長            河 合    潔 
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代表監査委員            植 田  十志夫 

監査委員事務局長           長谷川  智 雄 

 

人事委員会委員            楠 井  嘉 行 

人事委員会事務局長          堀 木  稔 生 

 

選挙管理委員会委員          宮 嵜  慶 一 

 

労働委員会事務局長          小 林  正 夫 

                                    

午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（山本教和） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

諸 報 告 

○議長（山本教和） 日程に入るに先立ち、報告いたします。 

 今期定例会に提出されました議案第17号について、地方公務員法第５条の

規定により人事委員会の意見を求めましたところ、お手元に配付の文書のと

おり意見が提出されましたので、ごらんおき願います。 

 次に、６月３日までに受理いたしました請願２件は、お手元に配付の文書

表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしますので、御了承願います。 

 なお、陳情の受け付け状況は、お手元に配付の一覧表のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 
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人 委 第 47 号 

平成23年６月７日 

 

 三重県議会議長 様 

 

三重県人事委員会委員長 

 

   地方公務員法第５条の規定による条例に対する意見について 

 

 平成23年６月３日付け三議第37号でお尋ねのありました次の議案に対する本

委員会の意見は別紙のとおりです。 

 

記 

 

 議案第17号 知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する

条例案 

 

別 紙 

 

知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条

例案に対する人事委員会の意見 

 

 知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案は、教

育長及び部長級以下の管理職員に係る給与の減額措置を拡大し、減額期間を延

長する改正を行うものです。 

 この措置は、地方公務員法に規定する給与決定の原則とは異なるものであり、

誠に残念であります。しかしながら、東日本大震災に係る復興支援、被害を受

けた県内産業への支援、緊急に取り組むべき防災対策等の課題に対応するため、
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本県の厳しい財政状況を勘案し、任命権者の判断により、特例的な措置として

やむを得ず実施されるものと理解します。今回の措置ができる限り早期に解消

されることを望みます。 

                                    

請 願 文 書 表 

（新  規  分） 

 政策総務常任委員会関係 

受理 

番号 
件  名  及  び  要  旨 提出者・紹介議員

提出された

定 例 会

請 

１ 

（件 名） 

 ゴルフ場経営振興及び利用者の利便性向上等を

求めることについて 

 

（要 旨） 

 三重県経済は、順調に拡大を続け、実質経済成

長率においても国を上回る成長を遂げている。特

に県内製造品出荷額の約７割を占める北勢地域

は、石油化学工業や輸送用機械器具製造業、液

晶・半導体製造業などの多様な産業が集積してお

り、国内でも有数の産業地域として活発な生産活

動が行われている。 

 また当地域は日本列島の中心という地理的優位

性に加え伊勢神宮・熊野古道等の観光資源に優れ

ているだけでなく利便性の良さから県内にはゴル

フ場が65クラブを有し、年間来場者数は260万人

を超える産業となっている。 

 こうしたなか、一昨年２月に開通した新名神高

速道路（亀山～草津田上ＩＣ）は東海圏と関西圏

の利便性向上をはたす日本の大動脈として物流・

観光面における連携の進展に更に大きな期待が寄

せられている。 

 一方で、新名神高速道路が接続された東名阪自

動車道では、接続以降から当初予想の２倍の交通

量となる一方で交通渋滞が日常的に発生してお

り、休日ともなれば朝夕の時間帯を中心に大渋滞

を引き起こしている。 

 結果として、本来であれば名古屋都心より自動

車で60分程度の距離である津市に向かう際に、と

もすれば３時間以上かかることが頻繁にあること

から、ゴルフ場利用者が一昨年以降三重県を敬遠 

津市西丸之内21 19

丸之内ジャスティス

ビル４階 

三重県ゴルフ連盟 

 会長 諸戸 精孝

 

（紹介議員） 

大久保 孝 栄 

東     豊 

中 西   勇 

服 部 富 男 

今 井 智 広 

23年２回
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する傾向が顕著に現れ、中勢・南勢地区のゴルフ

場については月間来場者が前年対比20％減少する

状況にありゴルフ場経営に深刻な影響を及ぼして

いる。 

 その上、ゴルフ場経営については経営母体に対

する固定資産税の宅地並み課税、およびプレーヤ

ーに対してはゴルフ場利用税といった賦課が存在

し経営を著しく圧迫する要因ともなっている。 

 また、３月11日に発生をした東日本大震災の影

響により南勢地区を中心とした海外旅行者を含む

ゴルフ観光集客の減少は２カ月を経過した現在に

至るまで復調が全く見えない状況にある。 

 ついては、かかる実情をご賢察の上、下記の事

項について早期に対応を図っていただくよう請願

する。 

記 

１ スポーツに対する利用税として唯一賦課され

ているゴルフ場利用税の減額など抜本的見直し 

 

 

 

 県土整備企業常任委員会関係 

受理 

番号 
件  名  及  び  要  旨 提出者・紹介議員

提出された

定 例 会

請 

２ 

（件 名） 

 ゴルフ場経営振興及び利用者の利便性向上等を

求めることについて 

 

（要 旨） 

 三重県経済は、順調に拡大を続け、実質経済成

長率においても国を上回る成長を遂げている。特

に県内製造品出荷額の約７割を占める北勢地域

は、石油化学工業や輸送用機械器具製造業、液

晶・半導体製造業などの多様な産業が集積してお

り、国内でも有数の産業地域として活発な生産活

動が行われている。 

 また当地域は日本列島の中心という地理的優位

性に加え伊勢神宮・熊野古道等の観光資源に優れ

ているだけでなく利便性の良さから県内にはゴル

フ場が65クラブを有し、年間来場者数は260万人

を超える産業となっている。 

 こうしたなか、一昨年２月に開通した新名神高

速道路（亀山～草津田上ＩＣ）は東海圏と関西圏

の利便性向上をはたす日本の大動脈として物流・ 

津市西丸之内21 19

丸之内ジャスティス

ビル４階 

三重県ゴルフ連盟 

 会長 諸戸 精孝

 

（紹介議員） 

 大久保 孝 栄 

 東     豊 

 中 西   勇 

 服 部 富 男 

 今 井 智 広 

23年２回
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観光面における連携の進展に更に大きな期待が寄

せられている。 

 一方で、新名神高速道路が接続された東名阪自

動車道では、接続以降から当初予想の２倍の交通

量となる一方で交通渋滞が日常的に発生してお

り、休日ともなれば朝夕の時間帯を中心に大渋滞

を引き起こしている。 

 結果として、本来であれば名古屋都心より自動

車で60分程度の距離である津市に向かう際に、と

もすれば３時間以上かかることが頻繁にあること

から、ゴルフ場利用者が一昨年以降三重県を敬遠

する傾向が顕著に現れ、中勢・南勢地区のゴルフ

場については月間来場者が前年対比20％減少する

状況にありゴルフ場経営に深刻な影響を及ぼして

いる。 

 その上、ゴルフ場経営については経営母体に対

する固定資産税の宅地並み課税、およびプレーヤ

ーに対してはゴルフ場利用税といった賦課が存在

し経営を著しく圧迫する要因ともなっている。 

 また、３月11日に発生をした東日本大震災の影

響により南勢地区を中心とした海外旅行者を含む

ゴルフ観光集客の減少は２カ月を経過した現在に

至るまで復調が全く見えない状況にある。 

 ついては、かかる実情をご賢察の上、下記の事

項について早期に対応を図るため、国に対して意

見書を提出していただくよう要望する。 

記 

１ 平成30年度完成予定とされている新名神高速

道路（亀山西ＪＣＴ～四日市ＪＣＴ）の前倒し

による早期供用開始 

２ 渋滞箇所である東名阪自動車道（四日市ＩＣ

～鈴鹿ＩＣ）の付加車線設置 

 

 

                                    

代 表 質 問 

○議長（山本教和） 日程第１、各会派の代表による県政に対する質問を行い

ます。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。43番 舟橋裕幸議員。 

   〔43番 舟橋裕幸議員登壇・拍手〕 

○43番（舟橋裕幸） おはようございます。津市選出の舟橋裕幸でございます。

新政みえを代表して、質問をさせていただきます。 



 －68－

 知事選の最中に一度だけ知事の街頭演説を聞かせていただく機会がござい

ました。こそっと車の中で聞いておったんですけれども、前段に田村衆議院

議員が防災のプロだというふうに褒めてみえました。続いてマイクを握られ

ました鈴木候補は、３点のことを述べてみえました。私は若い、しがらみが

ない、公務員の給料は高い、この三つだけでその場を去られました。政策に

ついては何もそのときにはお訴えになりませんでした。これで投票した人も

たくさんいるのかもしれませんけれども、それ以降、知事にゆっくりお話を

伺うことができませんでしたので、この知事のマニフェストと、３日に配ら

れました知事提案説明、そして、県政運営方針、この三つを読ませていただ

きましたので、その三つをもとにしながら今回質問をさせていただきたいと

思います。 

 それでは、１点目の知事の政治姿勢についてから、まず、１番目に、知事

の言う改革とはということをお聞かせ願いたいと思います。 

 鈴木知事は選挙戦において、三重を変えるのか変えないのか、三重から日

本を一緒に変えましょうと常に改革を訴えられ、当選後の知事訓示において

も、三重県を改革のトップランナーにすると述べてみえます。北川元知事も

選挙戦において声高に改革を訴え、８年間で情報公開と県庁はサービス業で

あるという県職員の意識改革は進みましたが、県民の生活が大きく変わった

という話は余り聞きません。知事はどのような方向性を持って改革を進めよ

うとしているのか、知事のお考えをまずお伺いいたします。 

 次に、日本一、幸福が実感できる三重についてお伺いします。 

 知事マニフェストでは、しがらみと無駄を見過ごす古い県政の仕組みは通

用しない時代が来た、新しい三重に変えるのは今しかないとあり、県民幸福

実感度日本一を目指すとあります。次に、県民幸福実感度日本一にするため、

しがらみと無駄をなくし、増税、借金をストップするとあり、続けて、防災

対策、医療・介護・福祉対策、県民所得向上など、総花的内容がこの中に記

載されています。 

 マニフェストにもあるように、人それぞれ幸せの形は異なります。知事提
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案説明での、「自らの求めるものが充足されたときに幸福を感じる」、これ

は一理でしょう。そのために、マニフェストにあるように、しがらみと無駄

をなくし、増税、借金をストップさせただけで県民幸福実感度が日本一にな

るとは私には到底思えません。また、知事提案説明にあるように、これまで

県が取り組んできたものの、いまだなお途中にある施策展開について取組を

加速し、しっかりと現実のものとするだけでも日本一は難しいと考えます。 

 知事の言う日本一、幸福が実感できる三重とはいかなるものか、また、ど

うすればよいのか、絵空事ではなく、具体的な内容で、かつ、県民の皆様に

理解できるように御説明いただきたいと思います。また、その指標や基準を

どのように設定するかもお伺いをいたします。三重県は過去、一万人アンケ

ートを行い、三重県の住みやすさや地域への愛着度を調査し、県行政の各分

野44項目について、重要度や満足度調査を行ってきたことは知事も御承知だ

と思います。このアンケートとの整合性についてどのようにお考えか、あわ

せてお伺いをいたします。 

 第３点として、市町との連携についてお伺いします。 

 県行政を進める上で、市町との連携は、地域主権の時代にますます重要と

なってまいります。 

 県政運営の基本姿勢の第１を、現場を大切にし、地域の力を伸ばす県政と

して、車座トークを29市町で実施するとあります。野呂知事時代の本音でト

ークとどう違うのかわかりませんが、県民との対話重視でしょう。 

 第２には、様々な力を結集する県政とし、地域の団体やＮＰＯ、企業との

連携の次に、国、近隣府県や市町との連携を大切にするとありますが、市町

に対する書きぶりが非常に軽いように感じます。 

 知事マニフェストには、権限移譲や医療費無料化、介護施設の増設など、

市町との同意や負担が必要なものが掲げられています。知事公約を実現する

ためには、市町と十分な連携、話し合いが必要であります。市町の首長との

１対１の定期協議の創設は少しフライングでありましたけれども、知事は今

後、各市町との連携をどのように進めるおつもりか、お伺いをいたします。 
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 ４点目に、知事の多選についてお伺いします。 

 知事は、36歳の若さを売り物に当選されました。柔軟な発想や行動力にあ

ふれた若さは魅力でありますが、人生経験の未熟さをもあわせ持つと言われ

ています。20歳以上離れた幹部職員と一体感を持って県政に当たることは、

お互いにストレスのたまることでありましょう。そこで、就任早々、幹部職

員への給与カットを打ち出し、職員が知事のために誠心誠意働こうという気

が本当に出るのか、心配をしております。謙虚さを持って、お互いが胸襟を

開いた中での議論と十分な信頼関係の構築に期待するところであります。 

 さて、過去三重県において、田川元知事は53歳で初当選され、６期を務め

られました。北川元知事、野呂前知事は２期でした。ちまたでは多選の弊害

を説かれる方が多い今日、36歳の知事は一般的定年年齢60歳まで24年あり、

６期務めることができます。十分な多選であります。知事の多選についての

御所見を、御自身の任期についても含め、お伺いいたします。 

 最後に、しがらみのない県政についてお伺いします。 

 知事は選挙戦を通じ、しがらみのない県政を強く訴えてきました。当選後

もこの表現を多く使っています。 

 議員は、支援者との関係は切り離すことができません。一度は国会議員の

選挙に出られた知事でありますから十分おわかりのことと思いますが、団体

とのおつき合いは、利益誘導など、悪い印象が先行しがちでありますけれど

も、政策提言のための情報収集や、県政推進上の意見交換に有効な手段であ

ります。 

 一方、知事は県民に対し、あまねく公平、平等であることは当然であり、

しがらみのない県政などと現職知事が力んで多用することではないと考えま

す。知事のしがらみのない県政とはいかなるものか、お伺いをいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） おはようございます。舟橋議員より御質問いただきまし

た点につきまして、答弁をさせていただきたいと思います。 

 まずは、どのような方向性を持って改革を進めようとしているのか、こう
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いう点でありますけれども、所信表明の中でも知事提案説明の中でも申し上

げましたけれども、国民の間に暮らしへの強い不安や閉塞感が広がる中で発

生した東日本大震災は、私たちにこれまでの生活のあり方そのものの見直し

を迫っています。一方、海外においても多くの国々で、地球環境問題や少

子・高齢化、財政の悪化などの課題に対して有効な解決策を見出せない状況

にあります。人口増加や経済の右肩上がりの成長を前提としたこれまでの考

え方が成り立たなくなり、既存の体制や枠組みの変革、パラダイムの転換と

いうものが求められています。こうした中で私は、県民の皆様に対し変化と

いうものを訴え、知事に就任させていただいたところであります。県民の皆

様に、三重県は変わったな、三重県庁も変わったなと実感していただけるよ

うな改革に取り組む必要があると考えております。 

 しかし、舟橋議員がおっしゃるように、単に変わったというようなこと、

あるいは県庁の内部だけにとどまるような改革であってはなりません。改革

が県民の皆様の生活によい変化をもたらす、改革の果実が県民の皆様に届く

ようにしていく、そういうことを意識していくことが大切であると考えてお

ります。そのような変化が実感できてこそ、県民の皆様が未来に夢と希望を

持つことができるのであり、私はこうした考えのもと、新しい三重づくりに

取り組んでまいります。そのためには、今後の三重県のあるべき姿とその実

現に向けた政策展開の方向などを示す新しい県政ビジョンを策定し、県民の

皆様と力を合わせて推進してまいります。 

 また、将来世代に過大な負担を残さないよう、健全な財政運営を図りつつ、

必要な財源を確保することが必要です。このため、新たな行財政改革に取り

組み、県の行財政運営について、聖域を設けることなく、ゼロベースで見直

しを進めることにより、税金の使い方を変えていきたいと考えております。 

 なぜ私が変化、変化と申し上げるのかといいますと、釈迦に説法かもしれ

ませんが、ダーウィンという進化論を唱えておられる方が、その世の中の生

物とか生き物は単に強いとか賢いというので生き残るのではなく、変化をす

るものが生き残るのだというふうに、進化論で言っています。私は、県民の
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皆様の生活を維持、発展させるという、そういう使命がありますので、この

三重県というもの、そして、県民の皆様の生活を維持、発展させるため、そ

のために変化が必要だというふうに考えております。 

 また、世界で、今、世界一の携帯電話の会社でありますノキアという会社

がありますけれども、ノキアという会社は146年前に創業されました。その

ときは、製紙会社、紙をつくる会社でありました。しかし、紙をつくってい

ていきなり携帯電話をつくるようになったのではなく、146年の間に、パソ

コンをつくったり、あるいはゴム製品をつくったりという形で、生き残って

いくため、変革を続けてまいりました。そういう小さな変化、変化をつなげ

て、つなげて、つなげて、大きな変革にしていく、そういうことが大切では

ないかなと私も考えております。ですので、派手な変革とか唐突な改革、そ

ういうものではなく、しっかりと地道に、小さな変化であってもそういうも

のを積み重ねて、大きな花が開いて、県民の皆さんによかったなと実感して

いただけるような、そういう取組を進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、日本一、幸福が実感できる三重とはいかなるもので、どうす

れば実現できると考えているのか、また、そのため、指標、基準をどのよう

に設定するのか、そのような御質問をいただきました。 

 その点につきましては、先ほどもありましたが、幸せ、幸福というものは

人それぞれ違います。そういう前提のもとでありますけれども、私は、日本

一、幸福が実感できる三重とは、まずは、自らと大切な家族や仲間の命と暮

らしの安全・安心が確保されている、二つ目に、県民一人ひとりが個性や能

力を生かして、自らの夢や希望に向かって挑戦できる、三つ目に、産業や経

済が盛んで、地域に生き生きと働ける場が確保され、生活の豊かさが実感で

きる、四つ目に、人の役に立つ喜びを感じることができる、五つ目に、失敗

をしてもやり直しをしていくことができる、そのようなことがあるのではな

いかなと考えております。 

 こうした中で、これからの三重県が果たすべき二つの大きな役割があると

考えております。 
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 一つは、ものづくりの拠点として日本経済をリードする役割です。三重県

は、多彩な産業、技術の集積などを生かし、日本有数のものづくり県として

日本経済を牽引してきましたが、このような今ある力を発揮することにより、

県民の皆様が生活の豊かさを実感できるようにしていきたいと考えておりま

す。 

 もう一つの役割は、成熟した社会における新しい豊かさのモデルを示すこ

とです。三重県は、自然、歴史、文化など、様々な資源に恵まれており、こ

れらの資源を生かして、経済的尺度や物質的な豊かさだけではない地域社会

のモデルを示していきたいと考えております。 

 私は、これらの二つの役割をしっかりと果たしていくことで、県民の皆様

が、日本一、幸福が実感できるような三重を目指していきます。このため、

今後の県政運営に当たっては、安全で安心して暮らすことのできる三重に向

けて、人と地域が輝き個性や能力を生かすことのできる三重に向けて、働く

機会に恵まれ産業や経済が活発な活力ある三重に向けて、の三つの分野で具

体的な取組を進めていきたいと考えております。 

 新しい県政ビジョンを策定する中では、これまでと同様に施策に数値目標

を設け、その達成度合いをはかることでその成果をお示ししていきたいと考

えております。なお、数値目標としてどのような指標を設けるべきかについ

ては、一万人アンケートのあり方も含め、今後検討してまいりたいと考えて

おります。 

 また、舟橋議員から一万人アンケートとの整合性という御質問もございま

した。この一万人アンケートはこれまでの蓄積として県民の皆様の声も反映

されているものであるというふうに考えておりますので、それもしっかりと

参考にしてまいりたいと思いますし、例えば住みやすさという観点におきま

しても、今回は前年と比べて0.8％増加して約70％となっておりますけれど

も、しかし、まだ30％の方は住みやすいと感じていただいていない状況であ

りますので、その点をどうするかなども含めて、これから考えてまいりたい

と思っております。 
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 そして、市町との連携についてであります。 

 少子・高齢化や経済のグローバル化の進展に伴い、社会が大きく変化して

いる中においては、自らの住む地域のことを住民自らが決定し、主体的に課

題の解決に取り組んでいくことが必要とされています。住民自治を実現し、

自立的な地域社会の形成を図るためには、地域社会の課題の解決に向け、住

民、市町、県などの多様な主体が連携、協働していくことが必要であります。 

 このような中、県と市町との連携を強化するため、平成21年２月に、市長

会、町村会との共管により、県と市町の地域づくり連携・協働協議会を設置

し、県と市町の連携、協働や、適正な役割分担のあり方等について協議を進

めてきました。 

 こうして、市町の地域における課題について包括的な意見交換を行うこと

で、市町とのパートナーシップの構築や相互理解の促進を図ってきたところ

であります。 

 県としましては、今後も引き続き、県内29市町とのパートナーシップを大

切にし、各地域の実情に応じた適切な支援や補完を行い、県と市町の地域づ

くり連携・協働協議会等の場も活用しながら連携、協働して、個性豊かで活

力ある地域社会の実現を図ってまいります。 

 続きまして、多選という問題について御質問いただきました。 

 まずは、就任したばかりであります。まずは、この与えられた任期４年と

いうものを一生懸命頑張ってやり遂げるということに注力していきたいと考

えております。 

 一方で、国の総理大臣が１年ごとにころころかわる。ころころかわること

で、目先のことにとらわれたり、あるいは安定した政策運営ができなかった

り、あるいは、時に必要な大胆な取組ができないなど、そういうことによっ

て、日本の競争力、あるいは国力が落ちていっている。そういう事態もある

と思いますし、それは国民のためになっていない、そのように私は考えてお

りますので、リーダーがころころかわるということもやはりよくない、その

ように思います。 
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 しかし、長くその座に座ることで硬直性や弊害が出てくるということも事

実だと思います。そういう意味では、十年一昔という言葉もありますとおり、

２期ないしは３期までというのが、これまでいろんな地域でも他の自治体で

も議論されているような、そういう期間が一つの目安なのではないかなと、

個人的には考えているところではあります。 

 続きまして、しがらみのない県政運営ということについて御質問をいただ

きました。 

 県政運営に当たって、県民の皆様のために県政を実現することが最も大切

であることは言うまでもありません。 

 一方、個人、企業、団体など、県民の皆様にも様々な立場があって、必ず

しもそれぞれの皆様が、立場の方々が、求めることが一致することばかりで

ないということも事実であります。 

 このような中、県政運営においては、ある特定の立場に偏ることなく、公

平、公正であることが求められています。特定の立場に偏って政策や予算が

つくられたり、維持されたり、あるいは逆にそういうものがつくられないと

いうことがあってはなりません。しがらみとは、そういう立場などに焦点を

当てたものと、あとは、時間というものがあると私個人は思います。過去の

経緯があるから、やめたいけど、やめるべきだけどやめられない、そういう

ものもしがらみの一つなのではないかと思っております。 

 一概に、これまですべてやってきたことを否定すると言うつもりはありま

せんけれども、これからいろんな第三者の視点や県民の皆様との対話を通じ

て、事業については聖域なくゼロベースから見直すなど、正すべきものは正

し、継続すべきものは継続していきたい、そのように考えております。 

 長くなりましたけれども、以上でございます。 

   〔43番 舟橋裕幸議員登壇〕 

○43番（舟橋裕幸） 改革ですけれども、まず、イの一番はやっぱり県庁内か

ら始まって県民生活にという波及、それもわかります。それから、県がやっ

ていることというのは総合デパートと一緒ですから、多くの方の幅広いニー



 －76－

ズに対してこたえていかなければならない、それもあります。そして、その

起点として安心・安全という言葉がキーワードになってくる、これは前知事

も私も随分長く使ってきた単語です。そういうものが集約されていくと、結

果として、その一つの成果品として出てくる、今度策定されようとしている

ビジョン、てにをはは変わるけれども、何ら過去の総合計画と変わらないん

じゃないのということになってしまいがちであります。 

 知事が５点ほどおっしゃられました。その５点の中で、特に知事として、

日本一、幸福が実感できる三重というのはやっぱりすごく大きなアドバルー

ンですよね。今の知事答弁では、今までと違うところに、ここがポイントな

んだというところが、結局今までの総合計画をつくりますというところに至

る説明の内容については、何だ、知事がかわっても何も変わらへんやないか

という感想を持つわけであります。 

 そういった意味では、もう少し絞り込んだ中でのポイントを、日本一にな

るためのポイントをお聞かせいただきたいなというふうに思っています。 

 それから、市町との連携ですけれども、過去からそういう協議会ができた

り、何かしてきました。確かに首長同士の連携も多々あったと思うんです。

しかしながら、県民局がいわゆる縦割りとなって総合調整機能がなくなった

関係で、どうしても、地域機関と市町、それから、もう少し職員レベル、そ

ういったところの連携というのが最近非常に弱くなったという思いを私自身

は持っています。 

 首長同士の連携だけではなく、そういう担当レベル、職員レベルでの連携

というものについてもどうお考えか、この２点についてはもう一回お聞かせ

をいただきたいと思います。 

○知事（鈴木英敬） まず、１点目の、五つの中でどれに重点を置いてやって

いくのかという点につきましては、いずれも重要で、いずれも大切なもので

あります。そして、過去と変わらないではないかという御指摘があるかもし

れませんけれども、守らなければならない利益、あるいは一定の行政の継続

性というものも私は大切であるというふうに考えておりますので、今後でき
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上がっていくビジョンの中で、その議論の中で、本当に今までと一緒なのか、

あるいは変わったのか、そういうものをぜひ見た上で御評価をいただきたい

と、そのように考えております。 

 そして、２点目でありますけれども、職員レベルでの連携ということにつ

きましては、私もまだ就任して50日ぐらいの中で、その市町の職員の皆さん

とどういう連携がとれているのかというものは、まだ全貌を把握できている

ところではありませんけれども、そのトップだけでなく、やっぱり現場レベ

ルでの積み上げの連携が必要であるという議員のおっしゃる点については、

大変重要であるし、私も共感するところでありますので、そういう市町との

現場レベルでの連携が進む方策というものについてもしっかりと検討してま

いりたいと思いますし、政策をやるに当たっても、県から押しつけ的に何か

を市町にお願いしてやるのではなくて、しっかりと意思を疎通する中で、連

携を進める中で施策展開をしていきたいと考えております。 

   〔43番 舟橋裕幸議員登壇〕 

○43番（舟橋裕幸） おっしゃるとおり、県から市に対して上意下達のような

対応をすれば必ず反発が来ます。そうした中で、過去よく言われた、国の官

僚が地方を見るような視点で対応されたら、当然市町はいい思いはしません。

あくまでも三重県という地域の代表の首長が、地元のそれぞれの県下の29の

市町の首長と対等平等でしっかり議論をしていき、この地域の発展のために

頑張っていこうという思いで進めていただきたいと思いますし、新たにつく

られますビジョンにつきましては、議決事項にもなろうと思いますし、私た

ちも常任委員会でしっかりと議論をさせていただきたいなというふうに思っ

ています。 

 しがらみについてですけれども、ある会社の役員さんが、舟橋君、今度知

事と定期的に懇談する場があるで参加せえへんかというお誘いを受けたと言

われました。しがらみの一つじゃないかなと思いながら聞いてはいたんです

けれども。 

 続いて、財政運営に行きます。 
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 まず、知事の肉づけ予算の評価についてお伺いします。 

 平成23年度当初予算は、知事がかわることもあり、一般会計で6506億円の

骨格的予算でありました。財政硬直化の現在、新たな鈴木知事に残された予

算額は、今議会に肉づけ予算として補正予算計上されたように、一般会計で

313億円であります。この中で、知事公約が具体化されたのは、知事と県職

員の給与削減、三重県版事業仕分け737万円と、内容がはっきりしない三重

すごいやんか大賞200万円程度であります。知事の肉づけ予算に対する幸福

実感度なり、御所見をお伺いします。 

 次に、無駄の排除についてお伺いします。 

 知事は、県の行う全事業をゼロベースで見直すことを公約に掲げてみえま

す。県の行う事業は平成23年度で1866件あり、毎年100件以上の事業が見直

されてきました。知事は、歳出の見直しをすべてゼロベースで見直すとし、

三重県版事業仕分けを行うとありますが、まさかどこかの団体に丸投げする

ようなことはないと思いますけれども、知事自身が査定を行うか否かも含め、

どのような方法で行うのか、お伺いをいたします。 

 加えて、知事マニフェストの中で松阪牛の世界展開を行うための施設整備、

８年以内に介護施設待機者ゼロ、住宅リフォーム１割負担や小学校６年生ま

での医療費無料化など、財政措置が必要な項目が多数あります。これらは、

歳出見直しの中では特別扱いになるのでしょうか。また、これらを実施する

上での財源措置をどのようにお考えなのでしょうか。お伺いをいたします。 

 ３点目に、県職員の給与削減についてお伺いします。 

 今議会に、知事、副知事をはじめとする特別職や管理職を対象に、特例的

な減額として、給与削減の提案がなされました。公務員給与は労働基本権の

代償措置である人事委員会勧告制度にのっとって運用されるべきであり、制

度無視の給与削減は、まことに遺憾であります。人事委員会も残念でありま

すというコメントが今日配られていました。 

 制度を無視した措置をするからには、確固たる理由と十分な説明責任を果

たさなければなりません。知事マニフェストや知事提案説明を読むだけでは
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よくわかりませんので、まず、今回の給与削減は、東日本大震災支援という

不測の歳出に対応するための暫定措置なのか、知事マニフェストに記載され

た知事のお考えである、高過ぎる公務員給与を下げるための措置なのか、ま

たは財政再建のためなのか、知事の真意をお伺いします。 

 次に、知事の給与削減の理由に、東日本への復興支援、災害を受けた県内

水産業への支援、緊急に取り組むべき防災対策と、３本柱になっています。

東日本への復興支援費は１億8800万円で、うち県費１億4500万円、被害を受

けた県内水産業への支援費は６億7700万円で、うち県費１億5000万円、緊急

に取り組むべき防災対策費は62億400万円で、うち県費14億6600万円です。

今年度の知事も含めた給与削減額は総計２億7519万円であり、東日本復興支

援と県内水産業支援に必要な経費２億9500万円とほぼ同額であります。 

 東日本復興支援と県内水産業支援のみならば、期間も限定できます。一定

理解もするところであります。しかし、このたびの給与削減を特例的な減額

と言いつつも、さらなる防災対策に取り組むため、新たな財源を確保すべく、

関係者の理解と協力を得るとあります。恐らく関係者は県職員のことであり

ましょう。つまり、今後の防災対策は、打ち出の小づちのごとく、給与カッ

トにより財源を捻出することとなり、県行政を担う県職員の士気に大きく影

響を及ぼすことになります。今回の削減により生じた財源の使途について、

改めて明確な説明を求めます。 

 県民所得常時全国３位以内という知事マニフェストがあります。県民所得

常時全国３位以内にといいますと、県民所得の推移を見せていただきました。

三重県は平成15年までは十数位でした。平成16年、17年が８位、18年が６位、

19年が５位と順調に向上してまいりましたが、残念ながら平成20年は15位で

した。また、上位ベストスリーは、１位東京都、２位愛知県は十数年間変わ

っていません。３位は、以前は神奈川県で、平成14年以降静岡県となってい

ます。 

 知事マニフェストでは目的達成のために経営戦略会議の設置というのがう

たわれていますが、これは恐らくもうじき実現するでしょう。日本初の中小
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企業振興条例の制定というのもあります。これは、私たちが策定した新政み

えビジョンに、中小零細企業を守るため、小規模事業者振興条例制定を目指

すと記載しています。同趣旨であれば、実現に向けて私たちも最大の協力を

させていただきます。ほかの事項は、数値目標でございました。実現は大変

難しいんじゃないかと思っています。 

 そうした中で私は、県民所得向上のポイントは、やはり雇用対策と考えま

す。知事も、震災の影響を最小限に抑え、力強い本県経済の回復を確実なも

のとするため、三重の元気を支える雇用・経済対策を行うとあります。しか

し、現実は、三重労働局が４月の有効求人倍率0.70、特に新規求人数は３月

に比べ16.1％減少し、新規求人倍率は0.97と５カ月ぶりに１倍台を割り込む

と発表したように、非常に厳しい状況です。三重県の県民所得常時３位以内

は至難のわざと考えますが、知事の妙案をお聞かせ願います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 舟橋議員より御質問いただきました、まず、６月の補正

予算に対する所見でありますけれども、今回の補正予算は、東日本大震災の

発生を受けて、緊急に実施すべき復興支援・防災対策、これが一つ目、そし

て、三重の元気を支える雇用・経済対策の推進、これが二つ目、三つ目は、

骨格的予算として編成した当初予算を年間総合予算とするための肉づけを行

う、この三つの観点で編成をいたしました。 

 特に、東日本大震災を踏まえた防災・エネルギー対策を最優先課題と位置

づけ、その中でも、東日本への復興支援、被害を受けた県内水産業への支援、

緊急に取り組むべき防災対策、この三つを推進していくということにしてお

ります。また、財源の関係では、財政健全化、あるいは将来世代に負担を回

さないと、そういう観点から、県債発行の抑制にも努めた次第であります。 

 さて、政策集との関係について御質問もいただきました。 

 私が知事選挙時に政策集としてまとめた項目のうち、御指摘にありました

三重県版事業仕分けや三重すごいやんか大賞、あるいは大都市圏での拠点の

設置、あるいはフードバレーに関する調査の委託、あるいはクリーンエネル
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ギーバレーをつくっていくための調査研究、そういうものなど多岐にわたっ

て、それで完成というわけではありませんけれども、種まきという観点での

計上をさせていただいたものを合わせますと、総額約155億円を計上させて

いただいているところであります。このような内容から、今回の補正予算は、

これからの県政を進めるに当たり、新しいスタートへの種まきができたと、

そのように考えております。 

 続きまして、三重県版事業仕分けについてであります。 

 どのような方法で実施するのかということでありますけれども、三重県版

事業仕分けは、新たな行財政改革の取組の一環として、聖域を設けることな

く、すべての事業をゼロベースから見直し、税金の使い方を変えていこうと

するものであります。見直しは、平成23年度予算に計上されているすべての

事務事業約1900本を対象に行います。 

 具体的な進め方としては、いきなりどこかの団体に丸投げするのではなく、

庁内において、事業の妥当性、必要性、有効性、効率性、緊要性という五つ

の視点から評価、検証し、徹底した見直しを行います。その上で、外部有識

者からの意見をいただきながら、さらなる議論が必要と考える事業を選定し、

秋ごろをめどに公開の場で外部の視点を入れて幅広く議論をしていただくこ

とを考えております。 

 また、事業仕分けの結果については、平成24年度当初予算など、今後の予

算編成に反映していきたいと考えております。 

 その中で、私自身が査定を行うのかという点につきましては、私自身が仕

分け人として参加することはありません。しかし、その事業仕分けの結果を、

平成24年度当初予算など、今後の予算編成に反映させることについては、当

然ながら、その判断を私も含めて行うこととなります。 

 続きまして、政策集で私が書きました各種施策について、歳出見直しにお

いて特別扱いするのか、そして、財源をどうやって確保するんだという点に

つきましては、政策集に掲げた項目も特別扱いするつもりはありません。政

策集で掲げた項目のうち、今回の補正予算で対応できなかったものについて
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はしっかりと、施策の優先度、あと、先ほど議論にもなりました市町への押

しつけになるかならないかと、そのような観点などもしっかりと検証した上

で、新しい県政ビジョンを策定する中で、早急に検討していきたいと考えて

おります。そのために必要となる財源については、将来世代に負担を先送り

することのないよう、事務事業の抜本的な見直しや総人件費の抑制など、新

たな行財政改革の取組により確保したいと考えております。 

 続きまして、給与削減に関する御質問であります。 

 今回の東日本への復興支援あるいは県内防災対策などの措置は暫定的措置

なのか、それとも高過ぎる給与を下げるための措置なのかということについ

ての御質問でありますが、本県職員の給与制度は、地方公務員法に基づく人

事委員会勧告等を尊重して設計、運用してきたものであります。先ほど、今

回の人事委員会の御所見について、残念であるというお話がありましたが、

一方で、やむを得ないという意見も書かれているところであります。 

 一方、本県においてはこれまでにも、選択と集中による歳出の徹底的な見

直しを進めてきたところでありますが、依然として極めて厳しい財政状況が

続いています。このような中で、国難とも言うべき未曾有の大災害が東日本

で発生し、この東日本大震災に係る復興支援や被害を受けた県内水産業への

支援策、さらには緊急に取り組むべき防災対策等が喫緊の課題となっており

ます。今般、それらの財源を緊急に捻出する必要があることから、今回の給

与抑制措置は、人事委員会勧告によることなく、特例的に期限を設けて、や

むを得ず実施するものであります。 

 そして、その給与削減により確保した財源の使途はどういうものなのかに

ついての御質問であります。 

 ６月補正予算においては、東日本大震災を踏まえた復興支援、そして防災

対策として、総額で約70億7000万円の事業費を計上しております。御質問の

中にもありましたとおり、その財源は、地震対策に係る公共事業を中心に、

国庫支出金や有利な県債を活用し、一般財源としては約17億6100万円となっ

ております。 
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 このうち、東日本への復興支援や被害を受けた県内水産業への支援策、緊

急に取り組むべき防災対策等の課題に対応するため、新たに、または既存事

業に上乗せして、緊急に実施する必要のある事業に対して、給与削減により

確保した財源を充当しています。 

 具体的には、東日本への復興支援として、東日本の被災地から県内に避難

されてきた被災者の方々に対する支援や、被災地でボランティア活動を行う

県民の皆様への支援、被害を受けた県内水産業への支援策としては、津波に

より甚大な被害を受けた魚類養殖施設の復旧支援や養殖業者への復興支援、

また、緊急に取り組むべき県内の防災対策としては、避難所や避難経路等の

整備への支援、堤防や道路など、既存施設の緊急的な点検、そういうものを

行う事業であります。 

 続きまして、政策集で県民所得を常時全国３位以内にとしていたが、公約

の実現に向けて妙案があるのかという御質問についてであります。 

 県内の雇用・経済情勢は、平成20年の世界的な経済・金融危機により急激

に悪化しました。自動車や電子部品をはじめとする生産の大幅な減少などに

より、平成20年度の１人当たり県民所得が前年度に比べて12.2％減と、全国

一番の下落率になったところであります。本年に入り、生産において一部持

ち直しの動きも出ていましたが、震災による経済活動の停滞、さらには浜岡

原子力発電所の運転停止による電力供給不足への懸念から、先行きに対する

不透明感が増し、依然厳しい状況が続いています。 

 本県には、先端的な産業から伝統産業まで、多彩な産業や技術の集積があ

り、また、豊かな農林水産業も盛んである、そのような県であると考えてお

ります。今後は、これまでの産業や技術の集積に加え、地域の資源や特性を

生かした産業振興を図るとともに、産業間や企業間、異業種間の連携や海外

とのネットワークの構築など、つながりを生かした取組を進め、県民所得の

向上につなげていきたいと考えております。 

 舟橋議員が御指摘のとおり、妙案というものはないかもしれません。こう

いう大きい一つの政策をやれば県民所得常時３位というのが実現できるとい
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うもので、そういうものがないかもしれません。 

 しかし、先ほど舟橋議員も御指摘のように、例えば雇用対策であったとし

ても、まだまだ、求人と求職のミスマッチのところであるとか、本当は、中

小企業で働けば、小規模企業で働けばすごいやりがいを持って働けるのに、

なかなか学生の人たちとかがそういうところに目が向いていないというよう

なこともありますので、確かに大変困難な道であるかもしれませんが、たく

さんの地道な努力を重ねる中で実現をしていきたいと思います。やはり大き

なものは、県民所得の計算の中でもあるように、雇用者報酬と企業所得、こ

の二つをいかにどう上げていくかということであると思います。 

 前者の雇用者報酬については、雇用の場をしっかりと確保するということ

をまず大前提としてやっていきたいと考えておりますし、大半を占める企業

所得については、規模の大小を問わず、今ある企業をどう支援していくのか、

それから、新たに企業を誘致して、そういう企業所得を生み出していくとい

うこと、それから、今、いろんな状況の中で流出していく企業などもありま

すけれども、そういう企業の流出を防いでいく、そういうような観点などを

積み重ね、重ね合わせていくことで企業所得を上げ、その結果、県民所得の

向上につなげていきたい、そのように考えております。 

 また、中小企業振興条例の件につきまして、新政みえのマニフェストの中

にあるものと同趣旨なのかという御質問につきましては、今、この三重県に

は８万8000事業所がありますけれども、99％、ほぼ100％に近い事業所、大

半が中小企業であり小規模企業であると考えております。いずれにしてもそ

この活性化をなくしてはこの三重県の経済を立て直すことはできないと考え

ておりますので、建設的な議論の中で進めていきたいと、そのように考えて

おります。 

   〔43番 舟橋裕幸議員登壇〕 

○43番（舟橋裕幸） 事業仕分けですけれども、三重県も平成十七、八年ごろ

に一度、試行的にやっているんですよね。うまくいったのならずっと継続さ

れておると思うんですけれども、一回やりっ放しで終わっているんです。知
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事も参加せずに職員の中でやっていたのであれば、従来の廃止、リフォーム

だとか、いろんな事業の精査と何ら変わらへんやないかという思いがありま

すので、今後のその事業仕分けについては聞かせていただきたいと思います。 

 知事のマニフェストというか、公約のものもゼロベースですというお話が

ありました。しかし、県行政が事業を組み立てるに当たって、何にも詰めず

に予算化をするということはないんですよ。すごいやんか大賞というのは、

ぼんっと200万円が出て、これは何だって全員協議会で聞いたら、いや、こ

れから詰めますと。こんなばかな予算の組み方というのは今までなかったで

す。それは、ある面ではきっと知事に対する職員の最大限の配慮なんですね。

こういうようなことも起こり得ますので、知事の公約の中での様々な課題に

ついてはこれからも注目させていただきたいと思います。 

 給与削減ですけれども、東日本支援、それから県内水産業の支援、そして

新たな防災対策という３本柱でおっしゃってみえます。一貫してその３本柱

でやりますというお答えを今いただきました。私は３本目の新たな防災対策

を外したらどうですかということを聞かせていただいたつもりなんです。な

ぜならば、３本目の緊急に取り組む防災対策を入れるということは、新たな

財源を求めることになります。また、期間が２年で終結しないということを

物語っているわけであります。つまり、知事が冒頭におっしゃった特例的な

減額というのが長期に及びますよという、うそをついたことになるわけであ

ります。改めて、緊急に取り組むべき防災対策をこのたびの特例的な減額か

ら除外すべきと考えますけれども、その点についてはお聞かせをいただきた

いと思います。 

 それから、もう１点、マニフェストで公務員の給料は高いというお話が出

ました。一方、県民所得は常時３位以内を目指すというふうにおっしゃって

みえます。じゃ、地方公務員はこの県民所得常時３位以内だとか県民満足度

の対象外なんですか、ということも聞かせていただきたいと思います。 

○知事（鈴木英敬） まず、１点目の今回の特例的な給与削減の中で県内の防

災対策を外してはいかがかという点につきましては、県内防災対策の中でも、
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避難所、避難経路の整備であるとか、堤防や道路などの既存施設の耐震性能

の緊急的な点検であるとか、緊急に取り組まなければならないものも多数含

まれておりますので、今回の議員のおっしゃるような中長期的なものだけで

はなくて、緊急的なものが多く含まれているという考え方で、今回の特例措

置、特例的な給与削減の部分を充てているということであります。 

 そして、２点目の対象外なのかということについては、対象外ではありま

せんけれども、先ほど来、御説明をさせていただいていますとおり、今回の

東日本大震災、そして、それに伴う県民の皆様の災害、地震に対する危機感、

不安感、そういうものを考えたときに、やむを得ずやらなければならないこ

とであるという、そういうような考え方で今回取組をさせていただいたとい

うことでございますので、御理解を賜ればと考えております。 

   〔43番 舟橋裕幸議員登壇〕 

○43番（舟橋裕幸） 日本一給料の安い知事を標榜してみえますが、あなた個

人の給料が低いのは勝手です。しかし、恐らく知事在任中、副知事の給料は、

バランス上、上がることはないでしょう。県職員の給料というのは、地域の

賃金水準の基準となっています。市町の職員をはじめ、多方面に大きな影響

があることをきちんと認識していただきたいと思います。また、知事は、職

員には丁寧な説明をしていくとありますけれども、管理職への給与削減は管

理職に対してメール１本、そういう荒っぽさであります。個人の生活にかか

わる問題ですから、十分な丁寧さを持って対応していただきますようお願い

をします。 

 ちょっと時間が押してきましたので、防災力向上についてお伺いします。 

 まず、新地震対策行動計画についてお伺いします。 

 ３月11日に発生しました東日本大震災は、死者１万5000人を超えました。

亡くなられた方々に対し心より哀悼の意を表しますとともに、被災されまし

た皆様に心よりお見舞いを申し上げ、被災地の一刻も早い復旧、復興を願う

ところであります。 

 東日本大震災は、想定外の規模の地震であったと言われています。確かに
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マグニチュード9.0や15メートルを超える津波が押し寄せることは想定され

ていなかったでしょうし、原子力発電所の安全神話がもろくも崩れ去るとは

だれも思っていなかったかもしれません。 

 しかし、現実には大規模地震が発生し、地震、津波、原発事故に風評被害

の四重苦に東日本は苦しんでいます。私たち県議会も、東日本大震災に関す

る復旧・復興支援調査特別委員会を設置し、できる限りの支援を行う立場を

表明しました。知事は、今年度、特に力を注ぐ第１項目に、防災・エネルギ

ー対策を挙げています。私たちも今回の選挙にて、東日本大震災を教訓とし

た防災計画の見直しや防災力の向上について、県民とお約束をしてまいりま

した。しっかり取り組みたいと思っています。 

 さて、県は平成21年第１回定例会において、従来の三重県地震対策推進条

例を、風水害対策も加味した三重県防災対策推進条例に改正され、風水害対

策アクションプログラムを策定しました。従来からあった地震対策アクショ

ンプログラムは第３次が策定中でありましたが、３．11以降休止中でありま

す。県政運営方針によると、津波浸水予測調査や公共施設の緊急総点検を行

い、緊急地震対策行動計画（仮称）の策定など、必要な対策に取り組むとし、

国の中央防災会議の被害想定調査等を踏まえながら新地震対策行動計画（仮

称）を策定するとあります。休止中の地震対策アクションプログラムが、知

事がかわると新地震対策行動計画に変わるのかなと苦笑いしながら読んでお

りました。 

 津波浸水予測調査や公共施設の緊急総点検など、県がやるべき課題、市町

がやるべき課題、県民の防災意識の向上などは、わざわざ緊急地震対策行動

計画など策定せずとも、計画を策定する時間を省き、できることから早急に

実施すればよいと私は考えています。そこで、緊急地震対策行動計画策定の

必要性や、緊急地震対策行動計画と新地震対策行動計画の位置づけやすみ分

けを具体的にお示しいただきたいと思います。また、中長期的な新地震対策

行動計画のポイントについて知事はいかがお考えか、お伺いします。 

 次に、自助、共助の機能強化についてお伺いします。 
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 緊急地震対策行動計画や新地震対策行動計画を策定しても、実行が伴わな

ければ絵にかいたもちであります。従来より防災力を向上させるためには、

自らの命は自らで守る自助、第一義的に地域で助け合う共助、公が県民の生

命、財産を守る公助が十分に機能し、有機的に連携することが肝要であると

言われてまいりました。公の役割として、公共施設の耐震化や道路、堤防、

橋梁などの改修、改築が求められますが、多くはハード事業であります。た

くさんの予算と時間が当然必要であります。当然この対策も早急に進めなけ

ればなりませんが、当面の改善策として、自助、共助の機能強化を図るべき

ではないでしょうか。 

 今回の震災で、三重県において津波避難勧告が出たにもかかわらず、ほと

んどの住民が避難しなかったと報告があります。堤防は急に15メートルの高

さにできませんけれども、人は判断すれば20メートルの高さに逃げることが

できます。まず逃げるという意識の徹底が求められます。そして、災害別に、

どこへ逃げるかの徹底も必要です。また、高齢社会を迎えた今日、被害を最

小限に抑えるには、いかに地域で共助の機能が働くかが大きな分岐点になる

と考えます。知事は、防災力向上に向けて、自助、共助の機能強化のために

県の果たすべき役割をどのようにお考えか、また、どのような対策を進める

おつもりか、お伺いします。 

 時間の都合で４点目も聞かせていただきます。 

 知事マニフェストに、県議会議員の定数や報酬の削減がうたわれています。

私たち県議会は、自ら様々な議会改革に取り組んでまいりました。平成18年

には県議会において全国初の議会基本条例を制定し、平成22年には議会改革

が評価されまして、マニフェスト大賞最優秀議会改革賞も受賞しました。今

後も、さらなる議会改革に取り組む決意であります。 

 議員報酬については従来、人口規模や他の都道府県とのバランスで決定さ

れてきた経過があるため、現在、議員報酬などのあるべき姿を議論していた

だく第三者機関を設置し、答申をいただくための議論を進めているところで

す。議員定数削減についても、私たち新政みえは、県民の皆様にお示ししま
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した新政みえビジョンに明確にうたっています。実現に向け、今後議会で議

論を始めるつもりであります。知事からわざわざ議員の定数や報酬について

御指導いただく必要はないと考えております。大きなおせっかいであります。 

 それぞれが県民の選挙で選ばれる二元代表制の一翼を担う議会、特に、改

革先進議会と評され、その自負を持つ三重県議会に対する認識もお答えいた

だきます。お願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 御質問いただきました、緊急地震対策行動計画の必要性

や、新地震対策行動計画との位置づけやすみ分け、また、その新地震対策行

動計画のポイント、これは何だという御質問についてでありますけれども、

３月11日に発生いたしました東日本大震災では、強大な津波が避難所等を襲

い、多くの住民が犠牲となり、国や自治体がこれまで想定した被害を大きく

上回る大災害となりました。東海・東南海・南海地震の発生が今世紀前半に

ほぼ確実視されている三重県として早急な対策に取り組む必要があり、既に

避難所や避難方法等の総点検を、できることからやらなければならないとい

う意識のもと、開始しているところであります。 

 こうした取組を、緊急、集中的、かつ的確に進めていくためには、市町等

と意見交換を行い、計画的に実行していく必要があると考えております。国

においては東海・東南海・南海地震が連動した場合の被害想定を推計する予

定ですが、その結果が出るまでには相当の時間を要することが予想されます。

しかし、県内での津波避難体制の整備などには速やかな対応が必要となるこ

とから、市町の津波避難対策への支援などを盛り込んだ緊急地震対策行動計

画を９月までに策定、公表し、同計画に基づく取組を進めてまいります。 

 この緊急地震対策行動計画は、例えば安全な避難所の確保、避難路整備の

ほか、住宅等の耐震化、防災教育の充実などの、命を守るための施策を早急

に実行していきたいと考えています。 

 また、国が現在進めている防災基本計画の見直し結果や新たな被害想定結

果を踏まえると、県の減災目標などもこれまでと異なる内容になることが予
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想されます。こうしたことから、平成24年度に国の新しい方針等も踏まえて

新地震対策行動計画を策定し、取組を進めることとします。 

 この新地震対策行動計画では、緊急地震対策行動計画での取組に加え、医

療救護、帰宅困難者対策などのソフト事業、地震に強いまちづくり等、社会

基盤整備に係る事業などを含めた総合的な地震対策として、４年から５年程

度の中期的計画として策定していきたいと考えております。３次のアクショ

ンプログラムと名前を変えただけ、というものではないということでありま

して、先ほど申し上げましたとおり、国の被害想定結果などが変われば、そ

の３次アクションプログラムなどでも書かせていただいていた減災目標など

も変わってくるわけでありまして、単に名前を変えたというものだけではな

いことは申し上げておきたいと思います。 

 続きまして、自助、共助の機能強化に県がどういう役割を果たすのか、そ

の点についてであります。 

 平成21年３月に施行した三重県防災対策推進条例では、自らの身の安全は

自らが守る自助、自らの地域はみんなで守る共助、行政、防災関係機関が担

う公助の三つを柱に、県民が力を合わせて災害に強い地域づくりを目指すこ

とを基本理念に掲げています。 

 自助の推進に当たっては、東日本大震災のような大規模な地震が発生した

場合、議員からも御指摘がありましたけれども、いち早く自ら判断して高台

へ逃げるということや、平常時から住宅の耐震化、家具の固定化などを率先

して実行することで、自らの命を守るということを目指しております。 

 共助の推進につきましては、地域を守るため、自主防災組織や地域の一員

である事業者の皆さんが力を合わせて防災に当たることが大事になってきま

す。 

 このような自助、共助の取組を支援することが県の重要な役割であると考

えています。東日本大震災を目の当たりにし、県民の皆さんの防災への関心

が強くなってきていることから、災害時に適切な行動がとれるよう、市町と

ともに、避難訓練等の実践的な取組、地域の防災リーダーの育成や防災啓発
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活動の実施により、自助、共助の意識をより高めていく取組を推進していき

たいと考えております。 

 続きまして、三重県議会に対する認識というところでありますけれども、

三重県議会では、分権時代を先導する議会を目指すという基本理念のもと、

これまで様々な改革に取り組まれてきました。議員からもありましたように、

平成18年に都道府県で全国初となる三重県議会基本条例を制定され、平成20

年には定例会年２回制を全国に先駆けて導入されました。また、議員間討議

の充実や県民の議会への参加機会の拡大などにも取り組まれるとともに、平

成21年には外部有識者で構成される議会改革諮問会議を設置され、その最終

答申も踏まえて、さらなる改善、改革に取り組まれているところです。こう

した取組の成果として、議員提出条例は全国トップクラスの件数となってい

ると認識しております。 

 このように、議会の機能を高め、積極的に議会改革に取り組んでおられ、

全国から議会改革先進県と言われていることに対して、心から敬意を表した

いと、そのように考えております。 

 一方、私も新たに県民から負託を受けた知事として、未来に夢と希望を持

つことのできる新しい三重づくりに向けて、強い使命感を持って、県政の改

革に全力で取り組んでいく決意でおります。 

 住民の皆さんが自治体の長及び議会の議員を直接選挙する二元代表制のも

とで、議員と知事はそれぞれが県民の負託にこたえる責務を負っていますの

で、私は、お互いがその役割を踏まえ、切磋琢磨していくことが大切だと考

えています。議員の皆様とは、常に対話と緊張のバランスを持って、県民に

とってプラスとなる建設的な議論を真摯に行い、よりよい三重県を築き上げ

ていきたいと考えております。 

 また、私が政策集で議員定数の削減や議員報酬の削減について触れていた

点については、あそこには、数値目標とか、そういうものについて、何も書

いてなかったと思います。これは、私自身の思いとして、三重県の議会が改

革先進県であるということの十分な認識のもと、県議会の皆さんが自発的に、
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積極的に御議論いただけるものと信じており、その観点からあの項目を書い

たということでありますので、私が何かおせっかいなことをするとか、そう

いうことではなく、議会の皆様の自発的な議論によって改革が進められるこ

とを期待しております。 

   〔43番 舟橋裕幸議員登壇〕 

○43番（舟橋裕幸） 防災対策ですけれども、ある新聞の社説に、自然の猛威

を力でねじ伏せるより、それを受け入れる思想が日本の伝統思想である、日

本は西洋と異なり、自然と共存できる防災や国づくりを目指すべきであると

いうことがありました。まさにそうだなと思います。そういった思想を十分

入れていただきながら、今後の計画を見ていきたいというふうに思っていま

す。 

 新政みえは先ほど申し上げましたように、候補者全員でこの新政みえビジ

ョンをもって皆様にお訴えをさせていただきました。今後、私たち新政みえ

は、この新政みえビジョンを原点として知事と政策論議を進めていきたいと

思っておりますので、後でプレゼントしますから、十分御一読をいただきた

いと思います。 

 三重県庁というのは、県民を乗せた大きな客船だというふうに思います。

知事という船長のもとで、エンジンを担当する人、かじを持つ人、見張りを

する人、そして、乗客である県民にサービスをする人、そういった方々が一

体となって客船を運航しなければなりません。大きな船でありますから、当

然、急なかじ取りは危険であります。君子豹変するという言葉もあります。

改めるべきところは潔く改めながら、あらしの中でも安心して乗船できる、

運航できるためには、クルーが一体感を持って三重県丸が推進されますこと

を心から御祈念申し上げて終わります。 

 ありがとうございました。(拍手) 

○議長（山本教和） 38番 前野和美議員。 

   〔38番 前野和美議員登壇・拍手〕 

○38番（前野和美） それでは、津市選出の前野和美でございます。 
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 自民みらい会派を代表いたしまして、質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 改選後初の県議会ということで、県議会議員の皆さん方におかれましても

大変な激戦を勝ち抜かれてこの議場にお出ましをいただきました。私もその

一人の仲間でございますので、これから４年間、御指導や御鞭撻をいただき

ますように心からお願いを申し上げたいと思います。 

 知事におかれましても激戦を勝ち抜かれての御当選でございまして、まこ

とにおめでとうございます。私たちも自民党を挙げて御支援を申し上げ、自

民党推薦の知事候補として、県民の皆さんが三重県の若きリーダーとして、

大いに期待をして支持をされた結果であります。 

 自民党推薦候補の知事当選は、青木知事２期目の当選のとき以来、実に60

年ぶりの知事でありますから、県政をどのように導きかじ取りをしてくれる

のか、その期待は非常に大きなものがあります。 

 知事は、私もよく知事と一緒に選挙の街頭演説もやらせていただきました

が、今、舟橋さんが言われていましたが、しっかりと政策も述べていただい

ておったというふうに私は思います。 

 その政策の後に、大阪府の橋下知事は38歳で初当選、高知県の尾崎知事は

40歳で初当選、そして、何より我が尊敬する坂本龍馬は32歳で日本の未来を

切り開く大改革を成し遂げたと。今こそ三重の開国のとき、新しい三重のリ

ーダーを選ぶのはこの選挙、改革するのか放置するのか、前進するのか停滞

するのか、鈴木英敬36歳、必ずやります、私はこれを聞いて、めちゃ格好よ

かったと思っています。 

 知事、失礼かもしれませんが、正直申し上げて言い過ぎになるかわかりま

せんが、これだけのフレーズで有権者の心をつかんで当選をしたのかなと、

そんなところもございます。 

 しかし、大阪府の橋下知事や高知県の尾崎知事の政治改革の取組、そして、

また、幕末の志士の坂本龍馬に鈴木知事の姿を重ね合わせて、必ずやってく

れるだろうという期待感の高揚が最高に達して当選に結びついたんだと、こ
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んなふうにも思っております。 

 これも、有権者が新しいリーダー像を描くとき、これまでの既成政党のリ

ーダーが有権者の期待をことごとく裏切ってきました。信頼が全く得られて

いないのが現在の既成政党であると言えます。 

 東日本大震災による被災を受けた方々の救済を一日も早く進めなければな

らないにもかかわらず、国では政局絡みの争いが依然として続いております。 

 民主党、菅政権に不信任案が提出をされると、与党からも不信任案賛成派

が出る気配が高まってまいりました。可決するのかと思えば、一夜にして菅

総理が一定時期を見て身を引くとの発言から挙党体制が整いまして不信任案

は否決され、逆に菅内閣が信任をされました。 

 私も、これでやっと被災地の復旧、復興に全力で取り組んでもらえるもの

と思い、信任された内閣でありますから頑張ってくださいとマスコミの取材

にコメントしたのでありますが、その翌日には、いつやめるのか、やめる時

期は言った覚えがない、書いてもない、今度は挙党体制を組んだはずの民主

党政権の政権与党の中で内輪もめが起こっております。国民はあいた口がふ

さがらない。あきらめや、ため息が出るばかりであります。 

 国民は、東日本の大震災は大東亜戦争以来の国難ととらえ、被災者へでき

る限りの支援をと、救援の手を伸ばしています。今だからこそ、国家、国民

が一致団結をしてこの国難を乗り切らなければなりませんが、知事はこのよ

うな現状をどのようにとらえておられるのか、質問に入ります前にお伺いを

いたしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 前野議員より御質問いただきました現在の国の状況であ

りますけれども、まさに東日本の大震災を踏まえて、この国難をいかに乗り

切るかということが大変重要な時期であると、重要な時代になっているとい

うふうな認識であります。 

 これは国を挙げて取り組まなければならないものであり、県としてもしっ
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かりと協力をし、やっていかなければならないと考えております。何よりは、

県民の皆さんがこの国難の時代において、不安や危機感を、少しでもお持ち

の危機感や不安感を払拭できるように、その命や暮らしを守っていくという

ことが大切であるというふうに思っておりますので、私自身もリーダーシッ

プをとって、しっかりと頑張ってまいりたいと思っております。 

 前野議員がおっしゃった、国に対する今の国難の状況、その点は大変共感

をしているところであります。 

 以上です。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） ありがとうございました。強い決意も聞かせていただき

まして、防災知事と言われる知事でありますから、この未曾有の災害をしっ

かり、ともに乗り切っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

申し上げます。 

 それでは、質問に入らせていただきまして、知事の政治姿勢についてお伺

いをさせていただきたいと思いますが、この３日には知事の所信表明をお聞

かせいただきました。 

 正直言ったことを申し上げますが、選挙戦で示されました政策集に比べま

すと、まず、迫力がないというのが私の実感であります。 

 地方選挙でも、知事選挙、あるいは市町村選挙では、マニフェスト選挙が

定着をしております。知事におかれましても政策集を出され、知事に当選を

すれば実行すると県民に約束をされてきております。知事に就任をされてわ

ずか１カ月余りでありますから、現場を見なきゃならない、県民とも会わな

きゃならない、時間を割いてレクチャーを受けられても時間がなかったため

に、思い切って変化を求めるような施策を挙げることができなかったり、あ

るいは、ここは変えなきゃという思いがありながら、内情がわかってくると

なかなか手をつけれない等のことがあったのではないか、そんなことを推測

いたしております。 

 三重県の課題を総花的にちりばめただけで、知事の言う、改革するのか、
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前進するのか、その思いが伝わってきません。知事の提案説明にもありまし

たように、これから１年かけて長期県政ビジョンをつくられるということで

ありますから、期待をいたしたいと思います。 

 知事職は執行機関の総責任者でありますが、その前に、選挙で選ばれる政

治家でもあるわけであります。 

 最近の政治家は夢が語れないとよく言われます。まず知事自身が自分の目

指す夢を県民に語りかけ、その夢が県民とともに共有できるものを強く打ち

出していただきたいと、こんなふうに思います。 

 政治家、鈴木英敬知事の政治姿勢について少し語っていただく時間をとり

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 前野議員から御指摘いただきました、所信表明、知事提

案説明において迫力がなかったということについてでありますけれども、も

ちろん実行するに当たっては、先ほどの舟橋議員の議論の中でもありました

けれども、県庁の皆さんと一体となって進めていかなければなりませんので、

いろんな優先順位をつけたり、もともと思っていた形と完全ではないという

ようなこともあるかもしれません。けれども、先ほど前野議員からも御指摘

いただきましたように、しっかりとお約束をさせていただいてのことであり

ますから、信念をぶらすことなく、覚悟を持って取り組んでまいりたいと、

そのように考えております。 

 政策集については、４年間の知事の任期において優先的に取り組みたい事

項として、新規に着手するものや既存の政策、事業を見直すもの、実現の目

標や方向性を示したものを記載しています。 

 政策集の内容につきましては、先ほど前野議員からもおっしゃっていただ

きましたように、新しい県政ビジョンを策定する中で改めて整理をしていき

ながら進めてまいりたいと考えております。 

 県政を進める上で、県議会の皆様とは緊張感を持って取り組んでいきたい

と考えています。議会と執行部が、時には激しく議論を闘わせ、また、時に
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は立場の違いを超えて協力し合いながら、常に県民の視点に立ち、政策をレ

ベルアップさせていくことができればと考えております。 

 また、私が進める新しい三重づくりは、年齢、性別、障がいの有無などに

かかわらず、すべての県民の皆様とともに取り組んでいきたいと考えており

ます。県民の皆様には、三重県や地域社会への関心を高めていただき、お住

まいの地域をよりよくするため、様々な形で県政に参画していただきたいと

考えています。 

 職員に対しては政策の実現に向けて対話を重ね、答えを見出していくとい

う姿勢で臨んでいきます。職員一人ひとりが県民の皆様の生活を最優先に考

え、責任を持って行動ができるよう、先頭に立って引っ張っていきたい、そ

のように考えております。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） ぜひ県政ビジョンにつきましては、しっかりとこれまで

知事が政策集で約束をされてこられましたことをちりばめていただいて、す

ばらしいものをつくっていただきたいというふうに思います。 

 知事の目指すリーダー像ということで質問をするんですが、知事が職員を

前にした知事就任のあいさつでも、再び三重県を改革のトップランナーにし

ていきたいと、こう言われております。 

 再びということは、これは私の勝手な邪推かわかりませんが、元北川知事

時代のことを指すんだろうというふうに思いますが、北川知事の著書に生活

者起点の行政改革に取り組んだことが書かれております。読まれた方もたく

さんあろうかと思いますが少し紹介をさせていただきますと、行政改革を進

めるための入り口として、選挙戦で相手方を応援した職員とのかかわりにつ

いて、徹底的に対抗するのも一つの手段だと考えたとも言っておられます。

県民さえ味方についていれば戦える、県民が味方になった知事に職員は逆ら

えません、逆らえば逆らうほどつらくなるという原理が働くと、それも一つ

の手であると。 

 しかし、私はそれでは行政効率が落ちると考えたと。それなら、私が裸に
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なって職員と話し合いをする中で、迎合のない、悪いことは悪い、間違って

いることは間違っていると言える異文化を注入して頑張り抜いてやろうと腹

に決めたと、こんなことが書かれております。 

 さらに、優秀な県職員の皆さんはまじめで倫理観は高いけれども、彼らの

中には前例踏襲だとか自分たちが絶対だという思い込みがあって、行政改革

や教育改革をやろうとしても県民という視点が抜けていて、職員の職員によ

る職員のための改革であったり、文部科学省の文部科学省による文部科学省

のための改革であったり、学校の先生による学校の先生のための改革ばかり

で、学生のためとかの改革であったり生活者や県民が主役の改革になってい

ないと、職員の意識改革を何度も促して改革のスタートが切れたと、こんな

ふうに書いてあります。 

 知事も今、御答弁をいただいたように、職員の皆さん方としっかり話し合

いを、議論をして県政の運営に当たっていきたい、こういう発言をいただき

ましたので、私も安心をしておりますけれども、しかし、いろんな政治スタ

ンスがございまして、名古屋市の河村市長は圧倒的な県民の支持のもとに、

どちらかといえば議会を悪者に仕立て上げて、知事の提案を否決するのは市

長不信任案と同じと、そういうことで、議会選挙に合わせて自ら市長を辞任

して、市長選挙で圧倒的な強さで勝利をして、市民の市長信任を取りつけま

した。その後の展開で議員報酬の半減や10％減税をかち取ったわけでありま

す。 

 一方、大阪府の橋下知事は、大阪府が財政的に大変厳しいと、府民が困窮

した生活をしているのに、府民の納めた税金で生活をしている府職員が優雅

な生活をしているのはいかがかと、これは府職員を悪者に仕立て上げ、府民

を味方につけて自分の施策を思いどおりに通していこうという方法をとって

おります。 

 いろんな手法があって賛否両論ではありますけれども、知事は執行機関の

長であるのですが、その前に選挙で選ばれる政治家でもありますから、有権

者を味方につける、このことが自分の施策を実行するための大事なことであ
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りますけれども、そういうことも踏まえて、知事のリーダー像はどんなもの

か、お考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。 

○知事（鈴木英敬） 私のリーダー像というところでありますけれども、職員

に対しましては、先ほども申し上げましたとおり、しっかりと対話をして、

そして、一緒に答えを導き出していく、現場にともに行って同じものを見、

そして、答えを出していく、そういう姿勢で取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 やはりいろんな地域の風土とかもあって、大阪府や名古屋市、そういうと

ころで通用する手法が三重県で同じく通用するとも思いません。やはり三重

県は、三重県がこれまで積み重ねてきたいろんな組織の文化や風土、そうい

うものもありますから、そういうものをしっかりと認識した上で、内部のリ

ーダーシップという点については取り組んでいきたいと考えております。 

 また、リーダー像ということにつきましては、私は、政治家というところ

では元総理大臣の中曽根康弘さんを尊敬しており、また、歴史上の人物では、

先ほど前野議員も出していただきましたけれども、坂本龍馬というのを尊敬

しております。 

 なぜにこの２人なのかと、リーダー像という点で少し申し上げれば、まず

は、大局観を持って、自分たちの目先だけじゃなく、例えば坂本龍馬は、当

時みんなが藩というものばかりに意識が行っていたところを国全体を見てい

た、あるいは中曽根元総理も、憲法や教育基本法など、そういう大きな視点

で物事をとらえていた。 

 そして、二つ目は、異なる価値観を持った人であってもそれを受け入れ、

それをパワーに変えていくということ。 

 中曽根総理大臣は後藤田正晴さんという方を、今までは派閥が同じ人が官

房長官をやっていましたけれども、むしろ全然違う後藤田さんを官房長官に

し、国政をやっていった。あるいは坂本龍馬も薩長同盟をやり、異なる価値

観を持っている人たちを結びつけて改革に結びつけていった、そういうこと。 

 あとは、中曽根元総理もそうですけれども、時に批判があっても先のこと
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を考えて、将来のことを考えて改革を断行するという、そういう姿勢も尊敬

しております。当時は行政改革をやられ、国鉄を民営化しました。あのとき

は大反対もありましたけれども、今、ＪＲになってよかったなと思う方も多

くいると思っております。 

 また、そういう全般的なリーダーシップだけじゃなく、有事のときという

観点では、リーダーシップというと内部のガバナンスのことばかりに注目が

行きますが、むしろ今回の三県の知事なんかを見ていても、やはり外に連携

を求めていったり、いろんな情報発信をしていくというような外的なパワー

と、外に向かってのパワーというのも、有事においては必要だというふうに

考えますし、また、前野議員も冒頭おっしゃっていただいた、有事のときだ

からこそ夢や希望を語る、そういうリーダーが必要であると思います。 

 まだまだ私が申し上げた五つの点に到達していない部分もたくさんありま

すけれども、これからしっかり努力を重ねてやってまいりたいと思います。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） どうもありがとうございました。 

 しっかり県民と夢を共有できるようなすばらしい施策を出していただきま

して、その施策を応援していただくのは、我々もそうでありますけれども、

やはりバックで応援をしてもらう職員の皆さん方でありますので、その辺、

十分心して頑張っていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

 それでは、続いて２問目の質問に入りたいと思います。 

 防災、地震津波対策についてということでございますが、史上類を見ない

広域災害となった東日本大震災、心からお見舞いを申し上げます。 

 ６月６日現在の警察庁の発表によりますと、死者が１万5373人、行方不明

者8198人、建物被害53万8999棟、その内訳は、全壊、全焼が11万1305棟、半

壊が７万1936棟、家屋浸水が7233棟、一部破損が32万118棟、それから、非

住家が２万8407棟、未曾有と言われる大災害でありました。 

 こうした被害の中、９万8303人の方が現在もまだ避難生活を強いられてお
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られます。いつ避難生活から解放されるのか見通しのない、窮屈な状況にあ

ります。被災を受けた地域の震災対策に問題はなかったのか、検証する作業

も始まり出しました。 

 一部新聞報道ですが、触れてみたいというふうに思います。 

 一番として、ライフラインが途絶えた影響が思いのほか大きかった。情報

は混乱、錯綜し、自治体と各種企業や団体との連携はすべて順調とはいかな

かった。自治体と企業、団体との災害協定は機能したとは言えない。連携先

である自治体や企業、団体も同じように被災をし、想定どおり運用ができな

かった。 

 被災後、すぐに必要なものとして対応した中で機能しなかったものが列記

されておりました。 

 その１として、飲料水協定を結んでいた相手企業も被災を受け、輸送拠点

を移さなければならなかった。 

 その２として、発電機などの物資を供給する団体との連絡がとれずに、停

電期間終了後になってしまったと。 

 その３として、災害ごみ無償収集もガソリン不足からごみ収集車が動かせ

なく、計画どおり進まなかった。 

 この記事を読んで、災害範囲が広範囲だっただけに、例えば飲料水協定を

結ぶにしても、県内や隣県だけではなしに、三重県で言えば北海道や九州と

いった同時被災の心配のない団体、事業所等も含めて協定が必要であるんだ

なということを感じております。 

 避難現場での反省も語られていまして、反省その１として、市内の一時避

難所と市との情報のやりとりが混乱し、食料配給などが非常に遅れてしまっ

た。 

 反省その２として、全市内の避難所には避難所運営マニュアルが備えられ

ておりまして、物資、食料の調達に必要な様式は定められていたにもかかわ

らず、市側に伝える手段そのものが断たれていたので、全く機能をしなかっ

た。 
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 それから、反省その３として、避難所に送る職員は地元事情のわかる地元

職員を派遣してほしい。 

 以上のような記事でありますが、これも現地の声を披露させていただきま

したが、知事は当選されるといち早く宮城県に赴き、現地の被災状況や今申

し上げたようなことをつぶさに確認されてきたんだろうと推測をいたしてお

ります。 

 我が三重県にも東海・東南海・南海地震が想定をされており、30年以内の

確率は東南海地震が70％、南海地震が60％、東海地震はいつ起こってもおか

しくないとされています。いずれかの地震が引き金となりまして、他の地震

を誘発して３連動の地震の可能性も高まってまいりました。何よりも早く地

震対応をしなければなりませんが、知事が現地で知り得た情報やそれに対す

る対策など、知事の感想と思いを聞かせていただき、東日本大震災に対する

支援のあり方についてお伺いをいたしたいと思います。 

 まず、御答弁ください。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 前野議員より御質問いただきました、東日本の大震災、

その惨状を目の当たりにしての私の思いということでありますけれども、今

回の東日本大震災では、先ほど議員も御指摘いただきましたような未曾有の

被害が生じました。私は知事に就任する前に、被災地、宮城県に赴き、仙台

市、石巻市、女川町を訪問いたしました。 

 被災現場の状況を見たり、避難所で生活しておられる方々とお話をさせて

いただいたりもしました。その状況は想像を絶するものであり、国を挙げて

被災地の復旧、復興に向けた支援を行う必要があると、そういうことを痛感

しました。また、同じ日本人として、今立ち上がらないでどうするのかと、

そういう思いにも至った次第であります。 

 また、同時に、こういうことを三重県で繰り返してはならない、そういう

強い思いも持ちましたので、県内で津波被害を受けた水産業に支援を行うと

ともに、県民の皆様が安全で安心して暮らすことのできる三重に向けて、地



 －103－

震・津波対策の見直しや県全体の災害対応力の強化を行い、災害に強い地域

づくりを一層進める必要があると決意したところであります。 

 国においては東海・東南海・南海地震が連動した場合の被害想定を推計す

る予定ですが、その結果が出るまでには時間を要することが予想されます。 

 しかし、県内での津波避難体制の整備などには速やかな対応が必要となる

ことから、先ほど前野議員も御指摘いただいたような東日本大震災から見え

てきた課題、そういうものを踏まえて、市町の津波被害対策への支援などを

盛り込んだ緊急地震対策行動計画を９月までに策定、公表し、同計画に基づ

く取組を進めてまいります。 

 なお、これまで策定を進めてきた第３次地震対策アクションプログラムに

関して、国の防災基本計画の見直し結果や新たな被害想定結果を踏まえると、

減災目標など、これまでと違う内容になることが予想されます。こうしたこ

とから、平成24年度に国の新しい方針等も踏まえて新地震対策行動計画を策

定し、取組を進めることとします。 

 また、東日本に対してどのような支援を行っていくのかという点につきま

しては、これまで約３カ月にわたり、職員の派遣であるとか救援物資の送付、

いろんなもの、いろんな支援をこれまでも行ってまいりましたが、一職員の

派遣をとったとしても、刻一刻とニーズが変わっているところであります。 

 ５月16日より庁内に東日本大震災支援プロジェクトというものを設置し、

専任の者も置いております。それを置きました結果、この１カ月で、例えば

南三陸町で町長の秘書を派遣してほしいとか、そういう細かなニーズが見え

る、そういうパイプができてくるようになりました。今後は、刻一刻と変化

するニーズに対応するために、新たにできたパイプを生かして、きめ細かに

対応をしていく、そのような所存でございます。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） どうもありがとうございます。 

 まず、三重県内の今後の地震に対するいろんな事業展開というものも当然

やっていかなければならないと思いますが、非常に莫大な予算が要るように
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思います。 

 今、事業仕分けとかいう話もございましたが、その辺も当然やりながら、

選択と集中によって県民の生命を災害から守るということを、緊急な課題と

してやらなければならないと思いますが、そこで、少し県の財政状況にも触

れてみたいと思いますが、県税収入につきましては、リーマンショックに端

を発した世界的な経済危機によりまして、平成21年度には前年度と比べて実

質で500億円以上減少しております。その後も低水準にありましたが、よう

やく回復の兆しが見えてきたところでした。 

 そこに、今回、甚大な被害をもたらしている東日本大震災が発生をし、５

月の月例経済報告によりますと日本の景気は大震災の影響により弱い動きと

なっているとのことでありまして、本県の県税収入の動向も不透明な状況に

あります。 

 地方交付税については地方税収が厳しい中で、もちろん必要な総額確保を

県としてしっかりと国へ要求していかなければなりませんが、現実問題とし

て、国は巨額の財政赤字を抱え、さらに今回の大震災の影響により、原資と

なる国税も減少することが懸念をされます。地方交付税に多くの期待をする

ことは正直厳しいのではないかと思われます。 

 このような中で、歳出においては少子・高齢化の進展などにより、医療や

介護等の社会保障のための経費が毎年増大をしています。平成15年度の予算

額で480億円余りでありました社会保障関係費は、平成23年度当初予算では

800億円となっております。さらに、公債費についても県債残高が増加する

中で、三重の財政によれば平成23年度に1000億円を超えて年々増加していく

見通しとなっています。人件費2286億円とあわせ、義務的経費の増高は財政

を硬直化させ、投資的経費を圧迫いたしております。頼みの財政調整のため

の基金残高についても、本来ならこうした災害等の緊急対応のために、最低

でも10億円程度を残すべきだと考えますが、６月補正でわずかに４億円とい

う状況であります。 

 一方で、東日本大震災の発生を受けて県民の不安は増大をしておりまして、
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県としては必要な事業に的確に対応する必要があります。特に防災対策につ

きましては、緊急に取り組む必要があると考えております。 

 知事は地震対策の早急な見直しを進めるとのことでありますが、これまで

議会とともに進めてきた第３次地震対策アクションプログラムの取り扱いに

ついてはいかが考えておられるのか、あるいは、第３次アクションプログラ

ムの中間案でしたので、修正を、さらに見直しに入っておられるのかもしれ

ませんが、今回特に優先をして予算をつけたり、大幅な見直しもされるのか

ということをお尋ねいたしたいと思います。 

 今回の地震で、舟橋議員からも出ておりましたが、いかに命を守るかが問

われました。いかにして短時間で避難するという課題に対し、県と市町でど

のような役割分担をしていかれるのか、この辺もお尋ねをしたいと思います。 

 昨日の新聞にありましたように、津市では３万人の避難場所を確保するた

めに、３階以上で警備員がいて24時間避難所として可能な民間ビルの所有者

に協力要請をする募集を始めると、的を得た素早い動きに期待をいたしてお

ります。一方で、志摩市では標高の低い地域に避難用のタワーを設置する方

向で協議に入るということが明らかになりました。小・中学校、それから幼

稚園、保育所には子どもたち用のライフジャケットを配布する考えも明らか

にされたところであります。いずれの対応も市民の期待にこたえたものであ

り、命の安心・安全に頑張っていただきたいというふうに思います。 

 市町が今回の津市や志摩市のように民間の施設を活用したり、あるいは避

難対策を実施する場合、県として支援はあるのか、お尋ねをいたしたいと思

います。 

 今回の東日本大震災では、人々が逃げ惑い、それでも津波に命を奪われる

惨劇をテレビやインターネット配信で知ることになりました。我が三重県で

は津波避難勧告が出ているにもかかわらず、避難者率は今回も非常に低い数

値となりました。この惨劇を二度と繰り返さないためにも、住民避難意識の

低さを改善する取組が必要であると考えております。どのように進めていか

れるのか、お尋ねをいたします。 
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 先ほども申し上げましたように大変厳しい財政状況の中ではありますが、

その財源をどのように捻出していくのか、あわせてお伺いをいたしたいと思

います。 

○知事（鈴木英敬） 今、御指摘いただきました、厳しい財政状況の中で、ど

のように財源を生み出していくのかという点、本県の財政状況は、歳入面で

は雇用・経済情勢の先行きの不透明さが増す中、議員も御指摘がありました

ように、県税収入に多くを期待することが困難な状況にあり、また、歳出面

でも、社会保障関係経費、あるいは公債費の増加が見込まれるなど、一段と

厳しい状況であると、そのように認識をしております。 

 こうした厳しい財政状況の中、東日本の復興支援や被害を受けた県内水産

業の支援、また、緊急に取り組むべき防災対策等の課題に対応する必要があ

ります。このための財源を緊急に確保するため、６月補正予算において、ま

ずは、私をはじめ、特別職や管理職員の特例的な給与の減額を行うこととし

ました。 

 今後、県民の皆様の安全・安心を確保するため、さらなる防災対策等に取

り組んでいく必要があります。 

 その財源につきましては、事務事業の見直しなどの不断の行財政改革の取

組を進める中で、捻出をなるべく将来世代に負担を回さないような形で努力

してまいりたいと、そのように考えております。 

 また、少し繰り返しにもなりますけれども、第３次地震対策アクションプ

ログラムとの関係のことについて御指摘がありました。先ほども申し上げま

したが、これまで策定を進めてきた第３次地震対策アクションプログラムに

関しましては、国の防災基本計画の見直し結果や新たな被害想定結果を踏ま

えると、減災目標など、これまでと違う内容になることが予想されます。 

 先ほども答弁しました東日本の大震災を踏まえて見えてきた課題、議員が

御指摘いただいたそういう課題というものも新たに出てきておりますので、

そういうものも含めまして、平成24年度に国の新しい方針なども踏まえて新

地震対策行動計画を策定し、取組を進め、先ほど議員から御指摘もあった東
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日本大震災から見えてきた課題に、県民の皆さんが不安感を持たないような

形での計画をつくっていくことを、しっかりと取り組んでまいりたいと思っ

ております。 

○防災危機管理部長（大林 清） 私のほうから３点答弁申し上げたいと思い

ます。 

 まず、御指摘のありました短時間でいかに避難するかということに対して

県と市町としてどういう役割を担っていくのかということでございます。 

 三重県では東海・東南海・南海地震が連動発生した場合に、津波が熊野灘

沿岸の最も早いところでは10分以内に、伊勢湾の沿岸でも１時間以内に到達

する可能性があると想定をされております。そうした中では、いかに早く逃

げるかということが重要になってまいります。市町におきましては、そうし

た場合に津波注意報、警報が発令された場合にはいち早く地域の方々に避難

勧告、避難指示を出すという責務がありますし、また、住民の方々に的確か

つ迅速に避難行動をとらせるという重要な役割がございます。 

 そうしたことのためには、やはり避難施設を整備する、避難路を確保する、

あるいは日ごろからハザードマップであるとか避難計画づくりを住民の方々

と一緒になってやっていくと、そういったことを市町のほうは担っていただ

いているのかなというふうに思っております。 

 そして、県の役割といたしましては、そうした市町や地域の取組を支援し

ていくことと、もう一つ、やはりそういった地域で活躍していただく防災コ

ーディネーターのような人材育成をしていくことが県としては重要になって

くるかなと思っております。 

 今後とも、市町の方々、地域の方々としっかり連携をしながら早く逃げる

体制づくりをしっかり進めていきたいというふうに思っております。 

 それと、２点目の御質問がありました、市町が民間施設活用等をした場合

の支援はどうかということですけれども、県内では津波避難タワーでありま

すとか、民間施設も含めて外づけ階段を整備したビルなんかが津波の避難施

設として、これまで28カ所の整備が行われております。 
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 こうしたことに対する県としての支援策としましては、市町が行う公共施

設、あるいは市町の方々が民間と協定を結んでいただいた上でビルに外づけ

階段を整備するとか、そうしたことに対して、地域減災対策推進事業の中で

補助を行っております。 

 また、避難所とか避難所に必要な備蓄品を集めることもこの補助の中で支

援を行っておりますので、今後しっかり、少しでも早く避難施設の整備が進

むように、こうした県の制度についても市町のほうにしっかりと説明をして

いきたいというふうに思っております。 

 それと、３点目、非常に意識が低いじゃないかという課題がございます。 

 今回の、この東北地方太平洋沖地震におきましても、実際に沿岸で津波警

報が出された、また、避難指示等も出されたにもかかわらず、実際避難され

た方は0.69％という実態がございます。しかしながら、今回の大震災の被害

を県民の方々も目の当たりにして、非常にやっぱり地震に対する関心、津波

に関する関心が高まっているという状況がございます。先ほど答弁。 

○議長（山本教和） 当局へ申し上げます。答弁は簡潔に願います。 

○防災危機管理部長（大林 清） しましたように、しっかりとそういう避難

訓練等々、市町と一緒にする中でこうした防災意識も高めていきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） ありがとうございます。今いろいろ御説明をいただきま

したとおりでありますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 しかし、ハード面でも三重県内ではいろんなやらなきゃならんことがたく

さんあると思います。 

 海岸堤防の改修、これは当然、今、力を挙げていただいてやっておられる

わけでありますが、継続して、引き続いてお願いを申し上げたいと思います

し、私の近くの津市のまちの中でもそうなんですが、ため池等もたくさんあ

りまして、震度５の地震で恐らく危険だなと思われる箇所も、県内ため池の
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数は3517カ所、そのうち農業ため池が3132カ所、地震のときに点検をしなけ

ればならないというため池が349カ所もあるんですね。ですから、この辺の

強化というものも当然やっていかなければなりませんし、海では津波と言い

ますが、逆に山のほうでは山津波ということも当然考えられますから、その

辺の対策もしっかりよろしくお願い申し上げまして、時間がありませんので

次の質問に入りたいと思います。 

 次、１次産業の推進についてということで質問をさせていただきます。 

 １次産業の振興につきましてお伺いいたしますが、これまで本県の産業、

経済は、県北部を中心とする、ものづくりの高い技術力を生かした製造業を

中心に進められてきました。本県の製造品出荷額は平成21年度で約９兆3000

万円、全国で第９位となっております。県民１人当たりの製造品出荷額では

全国１位となっています。本県の製造業や先端産業が日本の経済を牽引して

きたと言っても過言ではないというふうに思います。 

 しかしながら、近年のリーマンショックに端を発した世界的な経済環境の

悪化や未曾有の災害をもたらした東日本大震災により、これまで県経済をリ

ードしてきた製造業を中心に、産業構造が国内外の経済動向に大きく左右さ

れてしまうことが明らかになりました。 

 本県の特徴の一つである自動車産業などでも、今回の震災によりまして東

北、関東の零細な部品工場が被災したことにより部品調達が滞り、製造ライ

ンがストップしてしまうといったことが新聞でも報道されました。現代では

グローバルなサプライチェーンの中で産業が動いているため、県外の要因に

より生産が滞ってしまうといった産業構造の脆弱さが明らかになってきたん

だろうと思います。 

 そのような経済情勢を受けて近年、県内経済は停滞をして税収も落ち込み、

地域の雇用も縮小をせざるを得ない状況となっております。その結果、地域

経済は低迷し、さらに雇用、経済が悪化するという負のスパイラルに陥って

しまったのだというふうに思います。 

 このような状況の中、今こそ外部の経済環境やグローバルなサプライチェ
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ーンに左右されがたい産業という意味で、地域に根差した１次産業の活用が

重要になっているのではないかというふうに思います。 

 １次産業は、その地域にある資源を活用する、地域の特性に合った産業で

あります。かつての１次産業は地域の経済を支え、多くの雇用を生み出して

きました。しかしながら、高度経済成長の中で２次・３次産業の所得は増加

をしていきましたが１次産業の所得は増えず、相対的に所得格差が大きくな

る中で、主要な労働力は製造業などに流れていきました。その結果、１次産

業の後継者不足や高齢化が加速度的に進んでいったのであります。 

 これまでの本県の経済は、ものづくり技術の集積を生かし、製造業を中心

に発展をしてきましたが、本県には豊かな農地、山、海があります。そのよ

うな変化に富んだ県土を生かし、１次産業を戦略的に組み込んだ産業構造を

構築していくべきではないでしょうか。 

 また、江戸時代の昔、人々は無尽などで積み立てをして、そのお金で全国

各地から日本人の心のふるさとと言われる伊勢もうでをしました。その結果、

日本じゅうの情報が伊勢に集まるとともに、全国から集まってくる人々に三

重県の文化が食を提供したり、土産物として三重県の物産が販売されること

によって、それが全国へ情報発信となって出ていっておりました。しかし、

今はやはり、人、物、金は東京に集中をしております。東京で戦略的な情報

発信をすることも大変重要であります。 

 そこで、近年の長期に及ぶ景気の低迷や震災による経済の停滞、計画停電

など、電力供給の問題などが危惧される今こそ、地域に根差した１次産業を

もうかる産業に転換し、就業機会の創出につなげていくことが、本県の産業

政策上、極めて重要なことであると思いますが、知事の御所見をお伺いいた

したいと思います。 

 また、これまで１次産業に対する政策は、つくるまで、とるまでの政策を

中心に進められてきた嫌いがあります。これからは、売れるものをつくるこ

とを育てることで、１次産業がもうかる産業に変革をしていくことが望まれ

る施策ではないかと考えております。 
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 以上、よろしくお願い申し上げます。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 御質問のありました、地域に根差した１次産業の振興が、

本県の地域経済の再生、雇用の受け皿になっていくのではないかという御質

問についてでありますけれども、農林水産業は、安全で安心な農林水産物の

安定供給をはじめ、多面的機能の維持など、様々な役割を果たしているだけ

ではなく、地域経済や雇用はもとより、地域社会を支える重要な産業である

と認識しております。 

 しかしながら、経済のグローバル化の進展や消費ニーズの多様化などによ

る需要減少や価格低下により農林水産業が低迷し、地域の経済、雇用に大き

な影響を与えています。こうした状況を踏まえ、これまでのつくる、とる、

そういう農林水産業から売れる農林水産業へ転換をしていくことを目指し、

消費者が支持する農林水産物を安定的に供給することで、地域の経済、雇用

を支える産業として再生していくことが重要であると考えております。 

 このため、これまで担い手の確保や生産基盤の整備とともに、６次産業化

や農商工連携、地産地消運動の推進、マーケティングを活用した地域人材の

育成など、消費者の視点で考える取組を進めてきました。 

 今後は、これらの取組を推進するとともに、農林水産業の持つ能力を最大

限に引き出し、もうかる産業へと転換していくため、新たに食を担う多様な

知識や知恵が集積するみえフードバレー（仮称）を創設し、農水産物の生産

から商品やサービスの開発、販売に至る一連の取組を総合的に支援してまい

ります。 

 また、林業においては、三重の木やアカネ材などの売れる木材の取組強化

に加え、木質バイオマスのエネルギー利用など、新たな需要開拓を行い、県

産材の需要拡大を進めていきたいと考えています。 

 さらに、三重県にはすばらしい農林水産物があるものの、十分に知られて

いない、そういう面もあることから、三重県営業本部を立ち上げ、私自らが

営業本部長となって、農林水産物の販路開拓や情報発信など、トップセール
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スに邁進し、もうかる農林水産業を実現してまいりたいと考えております。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） ありがとうございました。時間が押してきましたのでパ

ネルも出したかったと思いましたんですが、手元に資料を配ってありますの

で、またぜひごらんいただきたいと思います。 

 １次産業をしっかりと育てることが、三重県のこれから大きな課題になっ

てくると思います。しかし、生産者自らが販売や加工というものを手がける

ことは並大抵なことではありませんので、ぜひ県が、あるいは行政がそうい

ったところの手助けをできるような施策をひとつ考えていただいて、お願い

申し上げたいと思います。 

 次、時間がありませんので進ませていただきます。 

 子どもたちの学力向上についてでありますが、学力については、知事は御

自身の政策集の中でも、公教育の再生や学力と規範意識を身につけることが

重要であると言われておりまして、このことからもわかるように、知事は教

育に対して相当の思いをお持ちなんだろうとお見受けをいたしております。 

 私としましても、子どもたちの学力の定着・向上は、将来の三重を担う人

づくりの観点から非常に大切なことであると共感できるところがあります。 

 さて、全国の小学生の学力をあらわす一つの尺度として、全国学力・学習

状況調査があります。 

 国の資料によりますと、この調査は平成19年度から文部科学省で実施をさ

れており、国語や算数・数学といった教科に関する学力の調査と、児童・生

徒の生活習慣や学習環境等に関する学習状況の調査、両方を調査すると言わ

れております。 

 その結果から見ますと、本県の子どもたちの状況は、全国と比べ大変厳し

いものがあると感じているところであります。例えば平成22年度の結果を見

ますと、本県の平均正答率は、中学生の一部を除き、総じて全国平均を下回

っておりまして、全国順位がすべてとは言いませんけれども、本県は下位に

低迷している状況にあると言えます。また、学力・学習状況調査が始まった
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平成19年度からほぼ同様の傾向を見せておりまして、今後さらなる学力の向

上を図る必要があるのではないかと考えるところであります。 

 また、この全国学力・学習状況調査の学習状況を見ますと、本県の子ども

は家庭学習の時間が短い、予習、復習の習慣が少ない、テレビやビデオの視

聴時間が長いなどの傾向が見られます。こうした学習習慣や生活習慣をあら

わす多くの項目が全国平均を下回っております。学力の向上には、このよう

な学習習慣や生活習慣の課題を改善することも必要なのではないでしょうか。 

 ところで、私は４年前に、学力の先進県である福井県を訪ねたことがあり

ます。教育関係者と懇談をする機会を持ちまして、福井県は、住みやすさ、

それから持ち家率などの暮らしやすさの指標が全国上位にあることはよく知

られておりますけれども、その教育関係者との懇談の中でわかってきたこと

は、夫婦共働き率が高い、同時に３世代同居率も高いという状況にあります。

子どもたちは学校から家に帰っても、家にだれかはいるという状況で、家庭

における生活習慣や学習習慣についても、いつもだれかが気を配っていてく

れると、また、地域行事への子どもたちの参加が多く、地域の子どもは地域

で育つという土壌があります。 

 これらのことは福井県ならではの風土といいますか、県民性を感じるとこ

ろでありますが、家庭や地域を挙げて子どもたちを育てていこうとする風土、

県民性が福井県の学力を支えている、福井県が学力先進県である所以ではな

いかと、そんなふうに感じたところであります。 

 子どもたちの学力を育てていこうとするとき、昔からよく言われる読み、

書き、計算といった基礎的、基本的な内容について、私は徹底して身につけ

ていくべきではないかというふうに思います。そして、この基礎的、基本的

な学力を使い、将来自立した人間として生きていく上で、立ちはだかる困難

なことも、ひるまずに挑戦して解決していく力も重要であります。 

 これらを兼ね備えた子どもたちを、学校だけでなく家庭や地域が協力して、

みんなで子どもたちを育ててゆくことが、今こそ必要ではないかというふう

に思います。 
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 知事は政策集や去る６月３日の全員協議会でも教育に力を入れられ、とり

わけ学力向上に向けて、並々ならぬ決意を述べておられます。子どもたちの

学力向上について、今後の方針を含め、改めて知事の御所見をお伺いいたし

たいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 御質問いただきました、教育改革、とりわけ学力向上に

向けてどのような取組をしていくのかという御質問でありますけれども、知

事提案説明でも申し上げましたとおり、大きな時代の変化の中で教育の果た

すべき役割というのは大変大きなものがあると思います。そのために、次世

代の育成や新たな知の創造に向けて、未来への投資という観点で積極的に教

育に対して注力をし、教育立県、そういうものに向けた取組を進めていきた

いと考えております。 

 やはり、何をおいても人であると、政治も、行政も、産業も、医療も、す

べて人がやるわけでありまして、人づくりが最重要、基本にあると考えてお

ります。 

 また、過去の歴史をひもといても、国のリーダーとかが国難に当たったと

き、例えばレーガン、ブレア、サッチャー、あるいはフィンランドもそうで

したけれども、そういうところ、国難のときにこそ教育に力を入れて、その

危機を乗り切ってきたということがありますので、私もそういうことを参考

にしっかりと教育に力を入れてやってまいりたい。 

 そして、教育格差というのは絶対にあってはならない。親の経済力、そう

いうものなどに左右されて子どもの可能性が閉ざされたりしてしまうという

ことがあってはならないと思っておりますので、そのためにも、学力と規範

意識を身につける機会をしっかりと保障すべく、教育の再生に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 教育委員会では昨年度、これからの10年を見据えた新しい教育ビジョンを

策定いたしました。これからの教育の目指す方向は、このビジョンで示され

ています。今後、三重県教育改革推進会議で、学力向上、キャリア教育の充
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実、郷土教育の推進などのテーマについて、さらに具体的な取組の検討を進

めていただきたいと考えております。こうした議論を通じて、教育立県に向

けた確かな枠組みづくりを進めたいと考えております。 

 また、議員から御指摘がありました学力調査との関係では、調査結果の活

用、指導方法の改善、家庭との連携、そういう点で改善すべきという項目が

幾つかあります。そういうものをしっかりと認識して取り組んでまいりたい

と思いますし、先ほど議員から御指摘のありました福井県のような成功事例

との関係についてもしっかり研究をして取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） 時間がありませんので最後の項目に入りたいと思います

が、せんだってＧ８サミットで、菅総裁が、エネルギーの問題ですが、2020

年度に1000万戸の住宅の屋根に太陽光発電を設置するという国際公約を表明

されました。 

 これは、1000万戸というと原子力発電の30基分に相当するそうですが、知

事も、孫正義さんと面識があるようでありますけれども、メガソーラーを三

重県にもという発言もされておりますので、最後にその辺だけ聞かせていた

だきまして、一つ提案をさせていただきますと、もし三重県でメガソーラー

をしていただくのなら、木曽岬干拓地が広くあいておりますので、その辺も

ひとつ考えていただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 議員御指摘のエネルギーの関係でありますけれども、ま

さに浜岡原発の停止など、東日本大震災を踏まえて、福島第一原子力発電所

の事故などがあって、エネルギーをめぐる状況は一変をいたしました。 

 本県といたしましても、今年３月に中間案を三重県新エネルギービジョン

ということでお示しさせていただきましたけれども、この一変したエネルギ

ー状況を踏まえてしっかりと、市町あるいは有識者の皆さんと、意見も聞き

ながら、今年度中に新エネルギービジョンというものを取りまとめていきた
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いと考えております。 

 メガソーラーのことにつきましては、孫さんがおっしゃっている、そうい

う枠組みのみならず、例えば宮崎県とか、これまで県独自でメガソーラーの

取組をやってきた県などもありますので、そういう県などの取組を参考にし

ながら取組を進めて、検討を進めてまいりたいと考えております。また、候

補地につきましては、そのやり方なども踏まえてしっかりと検討をしてまい

りたいと考えております。 

   〔38番 前野和美議員登壇〕 

○38番（前野和美） どうも、大変長時間にわたりましてありがとうございま

す。時間配分がうまくいきませんでしたもので大変聞きづらいところもあっ

たかと思いますが、しっかり我々も新しい知事のもとで議論をさらに深めて

いって、三重県の発展のために頑張ってまいりたいと思いますので、よろし

くお願いを申し上げまして、これで終わらせていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（山本教和） 以上で、各会派の代表による県政に対する質問を終了い

たします。 

 

休          憩 

○議長（山本教和） 暫時、休憩いたします。 

午後０時19分休憩 

                                    

午後１時30分開議 

 

開          議 

○副議長（中村進一） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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質          疑 

○副議長（中村進一） 日程第２、議案第７号から議案第19号までを一括議題

とし、これに関する質疑を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。41番 前田剛志議員。 

   〔41番 前田剛志議員登壇・拍手〕 

○41番（前田剛志） 議長のお許しをいただきましたので、15分間の時間でご

ざいますが、議案について質疑をさせていただきたいと思います。 

 今回は、議案第７号、平成23年度三重県一般会計補正予算（第４号）の県

内の防災対策について絞り込みをしながら、二、三項目聞かせていただけれ

ばと思います。 

 前置きは抜きにしまして、質問項目だけ的確に質問させていただきたいと

思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 まず、１点目は、津波の浸水予測調査についてであります。先ほどの代表

者会議の中でも、必要性、国の見直しを待っていてはタイムリーではない、

その部分については当然理解もしますし、県独自で進めていく必要性がある

と思っておるところでございます。 

 ただ、県独自で進めていく中で、この東日本大震災の分析すら国もまだで

きていない状況であろうかと思います。さらには、いろいろな学者の方が、

いろいろな有識者の方が発表されてみえる形もございます。さらには、愛知

県においても同様の見直しに着手されるという動きの中でございます。三重

県として当然、早く、より早く進めていかなければいけない状況ではあるん

ですが、結果、国の防災基本計画の見直し結果とのギャップが生じたときに、

当然、安全率をかけていけば過大投資になっていきます。安全率を低くすれ

ば再度見直しをしなければいけない。そういったリスクを背負っての見直し

になっていこうかと思います。 

 その点について、まず１点、知事のお考えをお聞かせいただけたらと思い

ます。 

○防災危機管理部長（大林 清） 今回の避難体制を緊急に見直していきたい
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というふうに考えております。そして、今回の津波浸水予測調査につきまし

ては、その検証を進めるための基礎調査ということで、早急に取り組みたい

というふうに思っております。 

 その調査の方法としましては、確かにまだまだ課題の全容ははっきりして

いないんですけれども、東日本大震災の際、沿岸で観測された津波の高さで

ありますとか、また、県内にこれまでに津波が襲っておりますので、過去の

津波も含めた津波の状況を考慮しながら、専門家の意見もいただきながら、

県独自の津波浸水予測調査を行っていきたいというふうに思っておるところ

でございます。 

   〔41番 前田剛志議員登壇〕 

○41番（前田剛志） 少し音がこもっており、聞き取りにくい答弁でございま

して、ぜひとも知事のお考えがございましたら一言でも結構でございますの

でお聞かせいただけますか。 

○知事（鈴木英敬） 前田議員御指摘のように、過剰投資になるリスクがある

のではないか、あるいは足らざる部分が出てきてしまうのではないかという

御懸念についてはおっしゃるとおりだと思いますので、そういう過剰投資、

あるいは足らざる部分というのが出ないように、もちろん国もずっとストッ

プしているわけではありませんので、国も検討を進めながらこちらも進める

ということでありますので、国と随時情報交換をしつつ、また、実際に避難

所の関係などで実行をしていただく市町とも緊密に連携をとりながら、今、

議員が御指摘いただいたような懸念、リスクがないように取り組んでまいり

たいと思います。 

   〔41番 前田剛志議員登壇〕 

○41番（前田剛志） 突然の御指名だったみたいで御迷惑をかけまして済みま

せん。それなりの御答弁をいただきまして、ありがとうございました。 

 先ほど申しましたように、愛知県も既に、見直し、スタートいただいてい

ます。愛知県と三重県が想定結果が違うということがあっては、私は基本的

にいけないと思っています。したがって、愛知県もどういう調査方法をされ
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るのか、十分情報交換をしていだいて、愛知県と整合性を、隣の県ですので、

同じ伊勢湾の中であるという部分の中で、その点だけは強く要望申し上げた

いと思います。 

 それとともに、２点目が情報の発信でございます。県民の皆様方は、東日

本の大震災を受けた中で非常に不安な状況を思ってみえます。特に、私が住

まわせていただいているのは海岸の近くでございますので、東北のような大

津波が来るのではないか、そういう日々の生活の中で、数多く質問をいただ

く機会もございます。 

 いつごろに調査結果が出されるのか、できるだけ早い時期に、国もある程

度中間案も含めながら６月末には一定の整理をしながら出すという考え方も

ございますので、三重県としても必要な情報を迅速、的確に、県民の皆様方

の不安を少しでも解消できるような形の中で情報を提供いただきたいと思っ

ております。 

 あわせて、避難所の整備を含めながらの事業が今議会の中で補正予算で上

げられております。ややもすると、避難所を整備しても結局そこが浸水で津

波の被害に遭ってしまうということになれば、当然無駄になってしまう補助

になろうかと思いますので、そういった考え方もあわせてお聞かせをいただ

ければと思います。 

○防災危機管理部長（大林 清） 今回の津波浸水予測調査につきましては、

この議会で議決をいただいた後に調査に取りかかることになりますけど、お

おむね調査の期間としては３カ月程度を考えております。 

 まず、先ほど言いましたこれまでの県内の津波の高さ等々をベースに、で

きるだけ早く浸水予測を出していきたいというふうに思っていまして、その

情報につきましては、市町の方々への情報提供、中間的な報告も含めてしっ

かりとやっていきたいというふうに思っております。 

 それと、補助金につきましても、確かに手戻りがあってはいけないんです

けれども、一方で市町のほうからも早急に対策をしていきたいというお声も

いただいておりますので、今回、６月補正ということで所要の予算を計上さ
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せていただいたところです。できる限り、先ほどの津波浸水予測調査なんか

も適宜情報提供する中で、的確に整備が進めていただけるように、県として

もしっかり情報を市町と共有していくように頑張りたいと思っております。 

   〔41番 前田剛志議員登壇〕 

○41番（前田剛志） ありがとうございました。まさにそのとおりだと思いま

す。市町としては既に避難所の整備を含めながら事業が動いているというの

が正直現状でございます。ぜひとも無駄な投資にならないように、どれぐら

いの浸水予想になるのかというのはまだこれからではございますが、ある程

度見えてきた時点の中で適宜情報を流していただく、そのこともよろしくお

願い申し上げたいと思いますし、かつ、将来の国の中央防災会議の中で基本

計画の見直しがされてきた時点の中では、ハードの見直しも、河川なり海岸

堤防の見直しなり、そういった部分も当然示されてこようかと思います。そ

のときに、今回の調査結果とハードとは別ということではなくて、やはりそ

ういったところもハードの整備も含めながら総合的に整合性がとれるような

調査結果となりますことを心から御期待申し上げますし、早急に、大変なこ

とではございますが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 続きまして、２項目めでございますが、待ったなし！耐震化プロジェクト

事業の中で、新たに木造住宅の耐震補強制度として大きく拡充をいただき、

かつリフォームを補助していただくということで、今までちょっと待った耐

震化プロジェクトから、本当に待ったなし！耐震化プロジェクトに変わって

きたな、これはネーミングをだれがつけていただいたのか、前部長さんなの

かもわからないですが、期待もするところであります。 

 その中で１点気になるところがありますので確認をさせていただきたいん

ですが、先ほど舟橋代表も示していただきましたが、知事のマニフェストの

中で、リフォームに対する支援、前議会で萩原県議が質問された内容でござ

いますが、秋田県の事例を取り上げながら、20億円の予算で250億円の増加

があると、景気対策の中で知事としてマニフェストの中で掲げていただいて

おります。本来景気対策としても重要な部分ではあるものの、あれかこれか
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のときに行けば、やはり今は耐震補強を、病院でもまだまだ耐震補強がされ

ていない状況の中で、耐震補強のほうへ集中していくべきであるというふう

に思っております。 

 景気対策のためのリフォームの補助であるならばいかがなものかという思

いがありまして、今回の耐震補強にプラスしたリフォームの補助というのが、

耐震補強を促進するがためのリフォーム補助なのか、景気対策のためのリフ

ォーム補助なのか、主目的についてお聞かせもいただきたいと思います。 

 あわせて、制度の簡単な内容と、できたらその制度拡充によってどれぐら

いの効果を見込まれてみえるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○県土整備部理事（廣田 実） お答えをいたします。 

 本県では、平成27年度末での耐震化率90％ということで取り組んできたと

ころでございますが、22年度末の耐震化率は80.9％という状況でございまし

て、残る５年間で10％の耐震化を達成するというのが大きな課題でございま

す。 

 このために、今回の東日本大震災の状況も踏まえまして、今議会に上程を

しております補正予算におきまして、２点の取組によりまして住宅の耐震化

に弾みをつけたいということで上程をいたしております。 

 まず、１点目でございますが、平成22年度限りの制度として国が緊急経済

対策として30万円の上乗せ補助を実施されまして、それに対して大きな反響

を呼びまして申し込みも非常にあったということでございます。しかし、22

年度限りでございますので、三重県の単独の施策として23年度においても継

続をしたいということで予定をしておるものが１点でございます。 

 ２点目につきましては、耐震補強とあわせて実施をされる実績が非常に多

い、いわゆるバリアフリー化ないしは水回りの改修等々のリフォームに金額

がかかるという声も聞いております。これに対しまして、今回、最高20万円

の県単補助を行おうというものでございます。これによりまして、以前にも

増して耐震補強に取り組みやすい環境を整えようということを考えておりま

すが、同時にリフォームの補助に伴います県内経済への波及効果についても
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期待ができるのではないかというふうに考えております。 

 なお、本県の耐震補強に係ります補助実績につきましては、今回の国の30

万円が創設される以前、22年度までの実績は平均的に年間百数十件にとどま

っておりましたが、今回の二つの創設します新制度によりまして、倍増の

240件程度の効果を見込んでおります。 

 以上でございます。 

   〔41番 前田剛志議員登壇〕 

○41番（前田剛志） リフォームの目的については基本的に耐震補強を促進し

ていくためだと、景気対策も期待はできるということで理解をさせていただ

きます。 

 さらには、見込みとして240件ということでございますが、とりあえずは、

これ、単年度予算になっていこうかと思います。ただ、長期的にこういう補

助制度というのを設けるのではなくて、今、ちょうど東日本震災の防災意識

が高まっている中に、短期的に、例えば二、三年の期間の中で集中して補助

を出していく。当然、今、240戸という予算を聞かせていただきましたが、

国の12月の緊急経済対策の中では、愛知県としては２倍の申し込みもされて

いた。３カ月間の短期間の間ではあったんですが、そういう応募の状況でも

あります。したがって、予算数を超える申し込みがあったときには、ぜひと

も単年度集中という部分の中で、補正予算としても追加の対応をお願い申し

上げたいな、そういう形の中で１人でも多くの生命を守っていただければと

思います。 

 あと、教育長につきましては、済みません、時間がございませんでしたの

で、またの機会にさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（中村進一） ７番 石田成生議員。 

   〔７番 石田成生議員登壇・拍手〕 

○７番（石田成生） 議案第17号についてお尋ねをいたします。 

 この議案は、東日本を襲った震災による三重県内の災害の復旧費、三重県

内の今後の防災対策、東日本被災地への復旧支援に必要な財源を捻出しよう
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と、副知事以下、特別職、管理職の給与の一部をそれに充てようとするもの

であり、今年度で２億8000万円をその対策に充てようとするものであります。 

 被災地の方々への協力、三重県内の被害の復旧、将来に備えての防災対策

に県費を充てることに異論はありませんが、人件費を一部カットしてそれに

充てることについて、確認をさせていただきたいことがあります。 

 まず、給与というものは人事政策の根幹であると思っています。特別職、

管理職といえども、一律に強制的にカットすることでモチベーションの低下

がないかということを心配いたします。私は、強制的な一律カットは人的行

政サービスの低下を招くと思っておるところです。このたびの議案第17号が、

今後の三重県の人事政策に、鈴木英敬知事の人事政策に支障を与えないか、

心配をするところであります。 

 鈴木知事は、未来展望みえの会の政策集の中に、総人件費を２割削減、そ

の後に、一律給与カットではない、頑張った人は給与は増えるなどと、こう

いうふうに書かれておる。ここが私は知事の人事政策のみそだと思っており

まして、総人件費の２割カットは目指しながらも、そういう改革を進めなが

ら、頑張った人は増えると、頑張らない人はそうでないと、一般的に公務員

の人件費が高いという批判のある中で、一律カットじゃなくて、頑張ってい

る人、今以上にもっと給料が上がる人が中にはいるんだ、しかし、そうでな

い人もいる、そういうことを進めながら総人件費を２割カットし、そして、

行政の体質改善を進めていくと、そういうことをされると私は読み取ったわ

けであります。 

 そういうことをされようとするときに、この議案第17号のような、たとえ

一部の職員ではあっても一律カットという中身でなくて、全額支給をしてお

いて、知事から職員の皆さんに、震災、災害復旧の、復興のためにぜひ協力

をしてほしいと、心の底から頭を下げて寄附を募って、そして、浄財をいた

だいた職員の方々を精いっぱいたたえると、そうしたほうがよかったのでは

ないかという思いがあります。そうすることによって、今回の費用捻出と今

後の鈴木知事の人事政策が、そちらのほうがうまくいったのではないかなと
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いう思いがありまして、そこのところについてお考えをお聞かせいただきた

いと思います。 

 よろしくお願いします。 

○総務部長（植田 隆） 職員の給与につきましては、地方公務員法に基づき

まして三重県人事委員会が議会と知事に対して行います給与に関する勧告等

を踏まえ決定されるものでございます。 

 本県ではこれまでも、人事委員会勧告を最大限尊重し、職務と職責に応じ

た適切な運用を行ってきたところであり、今後も引き続き勧告は尊重すべき

ものであると考えております。 

 一方、本県におきましては、厳しい財政状況のもとで、これまでにも選択

と集中によります歳出の徹底した見直しを進めてきたところでございます。

このような中、今般の給与抑制措置につきましては、三つの対策が必要とな

っておるというところから、人事委員会勧告によらずに特例措置として、期

限を設けて実施するものでございまして、やむを得ないものであると判断し

たところでございます。今後とも、適切な県政運営や組織運営に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔７番 石田成生議員登壇〕 

○７番（石田成生） 私の聞きたいところをポイントを突いて答えてもらった

とはちょっと思えなくて、答えがよくわからないんですが、お聞きしたいと

ころは、一律カットはモチベーションを下げてしまう心配があると、だから、

これは一たん支給しておいて、何とか皆さん協力してくれということで寄附

を募る、そうすればたたえることができる、ありがとうと、一律カットでは

お礼も言えない、だから、そういう方法のほうがよかったんじゃないかとい

うことと、それから、今後の人事政策、今回の１年と９カ月にわたる削減で

はあっても一時的なカットよりも、もっと大事なのは今後の知事がやろうと

する人事政策、こちらのが大きな課題であり問題である、それに影響しない

かという質問です。 
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 もう一度答弁をお願いします。 

○総務部長（植田 隆） 今回の給与の抑制措置につきましては先ほど御説明

したとおりでございますが、特例措置として期限を設けて実施するのはやむ

を得ないものであると判断したものでございます。今後とも職員との対話を

通しまして意思疎通を十分に図るなど、適切な人事管理に取り組んでいきた

いと考えております。 

   〔７番 石田成生議員登壇〕 

○７番（石田成生） 以上ですか。知事、今の部長の答弁をどう思われるか、

ちょっとお答えいただきたい。 

○知事（鈴木英敬） 今、石田議員に御指摘いただきました、一律カット、今

回の手法が今後の県政運営において職員の皆さんのモチベーションを下げる

ことになるのではないかという御指摘につきましては、今回、今日も、午前

中にも累次御説明させていただきましたように、緊急的に取り組まなければ

ならない課題が発生していると。確かに寄附という方法もあるのかもしれま

せんけれども、その寄附という形でやった場合に必要な事業を実施するだけ

の額が集まるのかどうか、あるいは期間的に緊急にやらなければならないと

いうときに間に合うのかどうか、そういうようなこともあるかと思います。 

 今回、先ほど部長からも答弁させていただきましたとおり、特例的にやむ

を得ず実施するものでありますので、その点については今回こういう手法を

とらせていただくことを丁寧に説明して、御理解を得ていきたいと。メール

１本でということも時々報道の方などからも言われますが、確かにメールを

送らせていただいたのは事実です。しかし、今、私、個別に部長の方々と面

談もさせていただいています。そのときにも、くれぐれも管理職の皆さんに

よろしくお願いしますということや、あるいは管理職の皆さんにお会いした

ときに、お一人お一人にお声がけをして、やらていただいている。もちろん

まだ全員にやらせていただいていることはできませんけれども、そのように

させていただいています。 

 ですので、丁寧な説明をしながらやっていきたいと思います。 
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 また、一方で、議員御指摘の、頑張った人がしっかりと評価をされる、そ

ういうような方法については、これから県政運営においても大変重要なこと

であると思いますので、どういう仕組みでやっていくのがこれまでの蓄積や

経緯を踏まえて適切なのか、議論をしながら進めてまいりたいと思います。 

   〔７番 石田成生議員登壇〕 

○７番（石田成生） 人事委員会からの意見もやむを得ずと、私もやむを得ず

かなと思います。ですから、知事から御協力、御理解をいただいた職員の皆

さん方に対して精いっぱいの賞賛を示していただきたいなと思います。 

 今後の人事政策については、私もいろいろ思いもございますし、外野の意

見も聞いていただきながら進めていただきますようにお願いをして終わりま

す。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（中村進一） 26番 後藤健一議員。 

   〔26番 後藤健一議員登壇・拍手〕 

○26番（後藤健一） 新政みえ、松阪市選出の後藤健一でございます。 

 議案第７号、平成23年度三重県一般会計補正予算（第４号）にかかわりま

して、議案質疑をさせていただきたいと思います。 

 一つ目は、先ほど来質問もございました特別職、管理職を対象にした給与

の特例的な減額について、午前中、私どもの会派の代表、舟橋議員のほうか

らも御質問がございましたし、先ほど石田議員のほうからもございました。

ひょっとすると重複してしまうかもわかりませんけれども、御容赦願いたい

と思います。 

 これにかかわりまして、何点か知事のお考えを聞かせていただければとい

うふうに思っております。 

 まず、一つ、なぜ財源として公務員の給与をカットしてまでも財源に充て

なければならないのかという点でございます。 

 聞かせていただきますと、東日本の復興支援、そして、県内の水産業者の

支援、そして、また緊急を要する県内防災対策に充てると。知事の御自身の
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マニフェストの中でも、３％、60億円をこの補正で上げるというようなこと

も書かれております。こういう言葉が出てきますと、県民の多くがそれはそ

うだなというふうに納得する方が多いのではないかと思いますし、私自身、

県民の１人として、今の国難と言われる大変な状況の中で協力していく必要

があるというふうにもとらえているところでございます。 

 しかし、繰り返すようで申しわけないんですけれども、なぜ公務員の給与

をカットしなければならないのか、そのことがすっと入っていかないわけで

ございます。納得がいかないのは私だけではないと思うわけであります。 

 知事のマニフェストの中には、政治家や公務員が楽をしていてはいけない

という表現がございます。知事は本当に楽をしているととらえてみえるので

しょうか。だから削減するという短絡的なつながり方になっているのでしょ

うか。 

 今回、減額によって生じる額は３会計２億7519万円となっております。ひ

ょっとするとこれが楽をしていた分なのかとも思ってしまうわけであります。

まず先に人件費削減ありきであって、そこに大震災が起こった、まさに渡り

に船のごとく県民をうなずかせる理由ができたというふうにとらえてしまう

わけでございますが、知事のお考えを聞かせていただきたいと思います。 

 次に、人事委員会勧告制度についてでございます。 

 先ほど植田総務部長のほうからは、これまでも尊重してきたし、引き続い

て尊重する、やむを得ないというような答弁もございました。まず、人事委

員会勧告制度についての知事の御見解を聞かせていただきたいというふうに

思います。 

 知事が今回しようとしている公務員給与の特例的な減額には、私は大きな

問題なり危険性をはらんでいると考えているわけでございます。 

 御存じのように、国家公務員をはじめ、県職員、市町職員、そして教育公

務員、いわゆる公務員、これは民間企業の勤労者とは異なりまして、御存じ

のように、争議権や団体交渉権、これら憲法に保障されております労働基本

権、これが制約されているわけでございます。憲法第28条では、「勤労者の
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団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障す

る。」とあるわけであります。だから、労働基本権制約の代償措置として、

国は人事院が、県は人事委員会が公務員の給与等について勧告を行い、適正

な給与や処遇を確保する制度が確立されているわけでございます。知事も御

承知のことと思います。 

 今回の公務員給与の減額について、全く人事委員会勧告制度そのものを無

視しているのではないか、ひょっとすると憲法にも触れるのではないかと考

えられるわけでございます。この人事委員会勧告制度そのものに対する知事

の御見解を聞かせていただきたいと思います。 

 この財源を、東日本の復興支援、あるいは県内水産業の支援、防災対策に

充てる、だから人事委員会勧告制度を無視していいとか、あるいは緊急を要

するから人事委員会勧告制度を無視していいとか、そういうものではないと

私は考えているわけであります。 

 ６月のある新聞では、国において国家公務員給与削減法案が、それについ

て参議院の西岡議長が、法案が衆議院で可決されて参議院に送られても、人

事院の了解を得られない限り議長として委員会に付託する考えはない、つま

り、現状では審議を認めないという考えを示しております。人事院の給与勧

告によらない措置で、人事院総裁のほうは遺憾の意を表明しております。 

 それを受けて、今日も県の人事委員会のほうからペーパーが出されたわけ

でございますけれども、知事のほうはその人事委員会の意見で、人事委員会

の了解が得られた、だからやるんだというお考えなのか、そのあたりも知事

の考えを聞かせていただきたいと思います。 

 それと、特例期間として１年９カ月ということになっているわけですけれ

ども、これも人事委員会の意見書の中で、今回、できる限り早期に解消され

ることを望むとあります。解消される時期として平成25年３月31日というふ

うに理解していいのでしょうか。知事のお考えを聞かせていただきたいと思

います。 

○知事（鈴木英敬） 議員より数点にわたり御指摘をいただきました、順不同
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になるかもしれませんけれども、お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、今回、人件費削減ありきで、それで震災が起こって渡りに船と思っ

ているのではないかという、私からしますと少し残念な御指摘をいただいた

わけでありますけれども、私が政策集を発表させていただいたのは３月19日

であります。３月11日の地震の発生を受けて新たな財源を、今の県の財政状

況から見れば緊急的に確保しなければならないと、そういうふうに感じたも

のですから政策集に書かせていただいて、見解を県民の皆さんに問うてきた

次第であります。したがいまして、御指摘いただきましたような、渡りに船

と、そのような考え方は一切ございません。 

 また、私が政策集に書いている政治や行政が楽をしているのではないかと

いう表現につきまして、私も政策集の表現が完全に当たっているというふう

には思っていません。楽をしているというようなことは思っておりません。

今、県庁の皆さんも一生懸命働いていただいて、県のために、県民の皆さん

のために貢献していただいているというふうな認識でおりますので、皆さん

と一緒に対話をしながら進めてまいりたいと、そのように考えております。 

 そして、今回の補正予算の財源の確保の仕方についてでありますけれども、

今回の当初予算の編成に当たっても、事務事業の見直しというものを進めて

おります。廃止したもの、休止したもの、あるいは変えたもの、そういうも

のも約160件にわたりあります。その中で、しかし、こういう大災害が発生

したからといって、県民サービスを低下させる、そういうことがあってはな

らない、また、あるいは将来世代にツケを回すといったことがあってはなら

ない、そういうような観点で特例的にやむを得ず取り組まさせていただいた

と、そして、今回御審議いただくと、そのような考え方であります。 

 また、人事委員会勧告制度につきましては、労働基本権制約の代償措置で

あって、本県においてもこれまでも勧告を最大限尊重してきたところであり

まして、この人事委員会勧告制度を否定するというようなものではありませ

ん。今後も引き続き勧告は尊重すべきものであるというふうに思っておりま

す。 
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 しかし、人事委員会勧告制度というのは、勧告ができるというふうに地方

公務員法には書いてあります。また、過去の判例においても、人事委員会の

勧告どおりになされなかったケースにおいても、それが直接に法令違反であ

るというようなことではないというふうな認識のもと、今回やむを得ずお願

いをした次第であります。 

   〔26番 後藤健一議員登壇〕 

○26番（後藤健一） ちょっと時間がなくなってきているわけですけれども、

いわゆる特例期間の時期というのは確認させていただきたいんですけど、そ

れについてはいかがでございますか。 

○総務部長（植田 隆） 東日本への復興支援でありますとか、県内水産業の

支援、それから防災対策等につきましては、本年度とともに来年度におきま

しても相当の事業量が見込まれるというところから、特例期間を平成24年度

末と設定させていただいたところでございます。 

   〔26番 後藤健一議員登壇〕 

○26番（後藤健一） ちょっと時間がありません。急ぎます。次に移らせてい

ただきます。 

 ２点目ですけれども、聴覚障害者支援センター事業について簡単に質問さ

せていただきたいと思います。 

 この施設は三重県が全国で35番目ということでございまして、聴覚障がい

者の団体のほうからも要望が出ておりまして、この機能あるいはまた事業に

ついて簡単に御説明願いたいと思います。 

○健康福祉部長（山口和夫） 聴覚障害者支援センターの事業内容といたしま

しては、これまで業務委託により実施してきました事業に加えまして、字幕

つき映像ソフトの製作、手話通訳者や要約筆記者の派遣調整、難聴者用の補

聴システム機器の貸し出し、生活相談支援などを予定しております。いずれ

にしましても、総合的な事業展開を行いまして、聴覚障がい者の皆さんの情

報保障と社会参加の促進を図って参りたいと考えております。 

   〔26番 後藤健一議員登壇〕 
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○26番（後藤健一） ありがとうございます。 

 今日も、聴覚に障がいのある方が傍聴に来ていただいているということで

ございます。聴覚に障がいがあるといいましても、その障がいの程度は様々

でございまして、極端な言い方をすれば、一人ひとりすべて異なるというこ

とでございます。 

 したがいまして、一人ひとりに合った、きめ細やかな、しかも優しい支援

を提供するセンターになっていってほしいと願っています。 

 まさに情報がはんらんしている今の社会でございますが、聴覚に障がいの

ある方々にとって、その情報が届かないということが一番の不安であるとい

うふうに考えております。手話通訳、要約筆記だけでなく、自立と社会参画

のために情報保障に取り組んでいただきたい。 

 磁気ループや赤外線補聴システムの貸し出しもその一つですし、テレビ映

像での情報、手話や字幕がないと情報にならないわけでございまして、ぜひ、

そういった手話、字幕つきの動画配信はもちろんですけれども、例えばこの

議会中継なども早晩そうなるように期待し、要望して、時間が来たようでご

ざいますので終わらせていただきたいと思います。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（中村進一） 以上で、議案第７号から議案第19号までに関する質疑

を終了いたします。 

 

議 案 付 託 

○副議長（中村進一） お諮りいたします。ただいま議題となっております議

案第７号から議案第19号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、それ

ぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（中村進一） 御異議なしと認めます。よって、本件はそれぞれ所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。 
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議 案 付 託 表 

 健康福祉病院常任委員会 

議案番号 件          名 

１６ 
三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する

条例案 

 

 県土整備企業常任委員会 

議案番号 件          名 

１９ 

工事請負契約の変更について（中勢沿岸流域下水道（志

登茂川処理区）志登茂川浄化センター北系水処理施設

（土木）建設工事） 

 

 予算決算常任委員会 

議案番号 件          名 

７ 平成２３年度三重県一般会計補正予算（第４号） 

８ 
平成２３年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事

業特別会計補正予算（第１号） 

９ 
平成２３年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算

（第１号） 

１０ 平成２３年度三重県水道事業会計補正予算（第１号） 

１１ 
平成２３年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第２

号） 

１２ 平成２３年度三重県電気事業会計補正予算（第２号） 

１３ 平成２３年度三重県病院事業会計補正予算（第１号） 

１４ 知事の給与の特例に関する条例案 

１５ 三重県聴覚障害者支援センター条例案 
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１７ 
知事及び副知事等の給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例案 

１８ 
三重県高校生修学支援臨時特例基金条例の一部を改正す

る条例案 

                                    

○副議長（中村進一） これをもって、本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○副議長（中村進一） お諮りいたします。明９日は休会といたしたいと存じ

ますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（中村進一） 御異議なしと認め、明９日は休会とすることに決定い

たしました。 

 ６月10日は定刻より県政に対する質問を行います。 

 

散          会 

○副議長（中村進一） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後２時11分散会 


